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腸管出血性大腸菌 （EHEC） 感染症はVero毒素  

（Vero toxin: VTまたはShiga toxin: Stx） を産生, ま
たはVT遺伝子を保有する EHEC の感染によって起こ
り, 主な症状は腹痛, 水様性下痢および血便である。
嘔吐や38℃台の発熱を伴うこともある。VT 等の作用
により血小板減少, 溶血性貧血, 急性腎不全をきたし
て溶血性尿毒症症候群 （HUS） を引き起こし, 脳症な
どを併発して死に至ることがある。

EHEC 感染症は感染症法上, 3 類感染症に定められ
ている。本感染症を診断した医師は直ちに保健所に届
出を行い （http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/

kekkaku-kansenshou11/01-03-03.html）, 保健所はそ
の情報を感染症サーベイランスシステム （NESID） に
報告する。医師が食中毒として保健所に届け出た場合
や, 保健所長が食中毒と認めた場合は食品衛生法に基
づき, 各都道府県等は食中毒の調査を行うとともに厚
生労働省 （厚労省） へ報告する （https://www.mhlw.

go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/

shokuhin/iryou/index.html）。地方衛生研究所 （地衛
研） は EHEC の分離・同定, 血清型別, 毒素型 （産生
性が確認された VT 型または VT 遺伝子型） 別等を行

い, その結果を NESID の病原体検出情報に報告する  

（本号 3 ページ特集関連資料 1 ）。国立感染症研究所  

（感染研） 細菌第一部は地衛研から送付された菌株の
血清型, 毒素型の確認を行うと同時に, 反復配列多型
解析 （MLVA） 法やパルスフィールドゲル電気泳動  

（PFGE） 法による分子疫学的解析を行っている （本号  

6 ＆ 7 ページ）。これらの解析結果は各地衛研へ還元さ
れるとともに, 必要に応じて食中毒調査支援システム  

（NESFD） で各自治体等へ情報提供されている。
感染症発生動向調査 : NESIDの集計によると, 2019

年には EHEC 感染症患者 2,511 例, 無症状病原体保有
者 （患者発生時の積極的疫学調査や調理従事者等の定
期検便などで発見される） 1,233 例, 計 3,744 例が報告
され （次ページ表）, 例年同様夏期に報告が多かっ
た （図 1 ）。都道府県別報告数 （無症状を含む） は東京
都, 北海道, 福岡県, 大阪府, 神奈川県, 愛知県, 静岡
県, 兵庫県, 埼玉県の上位 9 都道府県で全体の50％を
占めた。人口10万対届出数では佐賀県 （13.4） が最も
多く, 岩手県 （5.6）, 北海道 （5.3）, 群馬県 （5.2）, 岐
阜県 （5.1）, がそれに次いだ （次ページ図 2 ）。0 ～ 4 歳 

の人口 10万対届出数では, 佐賀県 （126.5）, 岐阜
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県 （58.7）, 滋賀県 （44.3） などが多かった （図 2 ）。報
告に占める有症者の割合は例年同様男女とも30歳未
満, 60歳以上で高かった （図 3 ）。HUS を合併した症
例は78例 （有症者の3.1％） で, そのうち45 例から  

EHEC が分離された。O血清群の内訳はO157が 34例
で, 毒素型はVT 2 陽性株 （VT 2 単独またはVT 1 &  

2 ） が 41例を占めた。有症者のうち HUS 発症例の割
合が最も高かったのは 0 ～ 4 歳の低年齢層で6.0％で
あった （本号 9 ページ）。届出時点での EHEC 感染に
よる死亡例は 3 例であった。HUS 症例の約 3 - 4 割か
らは EHEC が分離されておらず, 患者便中の毒素検
出, または血清診断による EHEC の主要 O 群の血中抗
体価の上昇による EHEC 感染による HUS と確定診断
された （本号10ページ）。
地衛研からの EHEC 検出報告 : 地衛研から報告され

た 2019 年の EHEC の菌検出数は 1,784 であった （本号  

3 ページ）。この検出数は, 保健所等が必要に応じて医
療機関や民間検査機関に対して検出された菌株の提出
等を求める検査を実施した実績であるため, EHEC 感染
者報告数 （表） より少ない。全検出数における上位
の O 血清群の割合は, O157 が 54 ％, O26 が 16 ％, O103  

が 5.8％, O111 が 5.7％であった （本号 3 ページ）。毒素
型でみると, 2019 年は例年同様 O157 ではVT 1 & 2 が最
も多く, O157の58％を占め, VT 2 単独は40％であった。
O26 は例年同様 VT 1 単独が最も多く, 91％を占めた
が, VT 2 単独が 8.5％を占め, 例年よりも多かった （例
年は 1 ％未満）。O157が検出された 955 例の主な症状は
下痢61％, 腹痛61％, 血便46％, 発熱22％であった。
集団発生 : 2019 年も保育施設等におけるEHEC感染

症集団感染事例が発生し, 人から人への感染によるも
のと推定された。一方, 「食品衛生法」 に基づいて都道
府県等から報告された 2019 年の EHEC 食中毒は20事
例, 患者数165名 （菌陰性例を含む） であった （2016年
は14事例 252 名, 2017 年は17事例 156 名, 2018 年は32事
例  456  名）。感染研細菌第一部での解析から, 疫学的関
連が不明な散発事例間で同一の MLVA 型を示す菌株
が広域から分離されていることが明らかとなっている  

（本号 7 ＆10ページ）。
予防と対策 : 牛肉の生食による食中毒の発生を受け
て, 厚労省は生食用食肉の規格基準を見直した （2011

年10月, 告示第 321号）。さらに, 牛肝臓内部からEHEC  

O157が分離されたことから, 牛の肝臓を生食用として
販売することを禁止した （2012 年 7 月, 告示第 404 号）。 
2012 年には, 漬物による O157 の集団発生を受けて, 漬
物の衛生規範が改正されている （2012 年10 月, 食安監
発 1012 第 1 号）。

EHEC は少量の菌数 （100個程度） でも感染が成立
するため, 人から人への経路, または人から食材・食
品への経路で感染が拡大しやすい。例年同様, 2019 年
も飲食店等を原因施設とする食中毒事例 （本号 4 ペー
ジ特集関連資料 2 ） が発生しており, EHEC 感染症を
予防するためには, 食中毒予防の基本を守り, 生肉ま
たは加熱不十分な食肉等を食べないように注意を喚起
し続けることが重要である （http://www.gov-online.

go.jp/useful/article/201005/4.html）。さらに, 保育
所での集団発生も多数発生しており, その予防に
は, 手洗いの励行や簡易プール使用時における衛生管
理が重要である （2018 年改訂版・保育所における感染
症対策ガイドライン http://www.mhlw.go.jp/f ile/06-

Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyo

ku/0000201596.pdf）。家族内や福祉施設内等で患者が
発生した場合には, 二次感染を防ぐため, 保健所等
は, 感染予防の指導を徹底する必要がある。

（特集つづき）

表. 腸管出血性大腸菌感染症届出数
診断年
(1/1～12/31)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020**
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3,939
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4,045
4,156
3,568
3,647
3,904
3,855
3,744

250

(2,719)
(2,659)
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(2,839)
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(158)
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(63)
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 *無症状病原体保有者を含む
**2020年のみ期間が1/1～3/27
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（感染症発生動向調査 ： 2020年 3 月30日現在届出数）
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図 2. 腸管出血性大腸菌感染症都道府県別届出状況, 2019年

（感染症発生動向調査 ： 2020年 3 月30日現在届出数）
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図 3. 腸管出血性大腸菌感染症年齢別届出状況, 2019年

（感染症発生動向調査：2020年 3 月30日現在届出数）
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血清型 Serotype
例数

Cases
％

UT: Untypable, NT: Not typed, *2つ以上の臨床症状が報告された例を含む　**O抗原凝集抗体検出　**detection of antibodies against Escherichia coli O groups
*Includes cases for whom two or more symptoms were reported, 1) no data, 2) no symptoms, 3) fever, 4) diarrhea,
5) nausea/vomiting, 6) bloody diarrhea, 7) abdominal pain, 8) disturbance of consciousness, 9) encephalopathy, 10) hemolytic uremic syndrome, 11) renal failure
(Infectious Agents Surveillance System: Data based on reports from public health institues received before March 23, 2020)

＜特集関連資料 1 ＞ 腸管出血性大腸菌検出例の血清型別臨床症状, 2019年
Clinical manifestation of EHEC cases in Japan, according to bacterial serotype, 2019

（病原微生物検出情報：2020年 3 月23日現在報告数）
臨床症状* Clinical manifestation*

不詳1） 無症状2） 発熱3） 下痢4） 嘔気嘔吐5） 血便6） 腹痛7） 意識障害8） 脳症9） HUS10）腎機能障害11）
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  O26:H-:VT1
  O26:HUT:VT1
  O26:HNT:VT1
  O26:HNT:VT2
O26小計 subtotal
  O103:H2:VT1
  O103:H2:VT1&VT2
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血清型 Serotype
例数

Cases
％

UT: Untypable, NT: Not typed, *2つ以上の臨床症状が報告された例を含む　**O抗原凝集抗体検出　**detection of antibodies against Escherichia coli O groups
*Includes cases for whom two or more symptoms were reported, 1) no data, 2) no symptoms, 3) fever, 4) diarrhea,
5) nausea/vomiting, 6) bloody diarrhea, 7) abdominal pain, 8) disturbance of consciousness, 9) encephalopathy, 10) hemolytic uremic syndrome, 11) renal failure
(Infectious Agents Surveillance System: Data based on reports from public health institues received before March 23, 2020)

＜特集関連資料 1 ＞ 腸管出血性大腸菌検出例の血清型別臨床症状, 2019年
Clinical manifestation of EHEC cases in Japan, according to bacterial serotype, 2019

（病原微生物検出情報：2020年 3 月23日現在報告数）
臨床症状* Clinical manifestation*

不詳1） 無症状2） 発熱3） 下痢4） 嘔気嘔吐5） 血便6） 腹痛7） 意識障害8） 脳症9） HUS10）腎機能障害11）

検出報告数 Total
  O157:H7:VT1
  O157:H7:VT2
  O157:H7:VT1&VT2
  O157:H-:VT1
  O157:H-:VT2
  O157:H-:VT1&VT2
  O157:HUT:VT2
  O157:HUT:VT1&VT2
  O157:HNT:VT1
  O157:HNT:VT2
  O157:HNT:VT1&VT2
  O157**

O157小計 subtotal
  O26:H11:VT1
  O26:H11:VT2
  O26:H11:VT1&VT2
  O26:H-:VT1
  O26:HUT:VT1
  O26:HNT:VT1
  O26:HNT:VT2
O26小計 subtotal
  O103:H2:VT1
  O103:H2:VT1&VT2
  O103:H11:VT1
  O103:H25:VT1
  O103:H-:VT1
  O103:HUT:VT1
  O103:HNT:VT1
O103小計 subtotal
  O111:H-:VT1
  O111:H-:VT2
  O111:H-:VT1&VT2
  O111:HUT:VT1
  O111:HUT:VT1&VT2
  O111:HNT:VT1
  O111:HNT:VT2
  O111:HNT:VT1&VT2
O111小計 subtotal
  O121:H10:VT2
  O121:H19:VT1
  O121:H19:VT2
  O121:H-:VT2
  O121:HNT:VT2
  O121:HNT:VT1&VT2
O121小計 subtotal
  O145:H28:VT2
  O145:H-:VT1
  O145:H-:VT2
  O145:HNT:VT2
O145小計 subtotal
  O91:H14:VT1
  O91:H14:VT1&VT2
  O91:H21:VT2
  O91:H-:VT1
  O91:H-:VT1&VT2
  O91:HUT:VT1
  O91:HNT:VT1
  O91:HNT:VT1&VT2
O91小計 subtotal
  O8:H9:VT2
  O8:H19:VT2
  O8:H49:VT2
  O8:HNT:VT2
O8小計 subtotal
  O115:H5:VT1
  O115:H10:VT1
  O115:HNT:VT1
O115小計 subtotal
  O4:H2:VT2
  O5:H-:VT1
  O15:H18:VT1
  O15:H-:VT2
  O18:H7:VT1
  O18:H7:VT2
  O18:HUT:VT2
  O23:H14:VT2
  O24:H18:VT1
  O34:H32:VT1
  O36:HUT:VT2
  O38:H21:VT1&VT2
  O40:H8:VT2
  O55:HUT:VT2
  O59:H19:VT1
  O65:H19:VT1&VT2
  O66:H25:VT2
  O69:H11:VT1
  O74:H20:VT1
  O76:H19:VT1
  O76:H19:VT1&VT2
  O77:H45:VT2
  O81:HUT:VT1
  O84:H-:VT1
  O87:H16:VT2
  O88:H25:VT1&VT2
  O102:H8:VT2
  O113:H21:VT2
  O116:H9:VT1
  O118:H2:VT1
  O119:HNT:VT2
  O128:H2:VT1
  O128:H2:VT1&VT2
  O128:H21:VT2
  O128:HNT:VT1
  O128:HNT:VT2
  O130:H11:VT2
  O136:H16:VT1
  O146:H10:VT1
  O146:H21:VT1
  O146:H-:VT2
  O150:H10:VT2
  O152:H8:VT1
  O152:H8:VT1&VT2
  O156:H25:VT1
  O165:H25:VT2
  O165:H-:VT2
  O165:H-:VT1&VT2
  O166:H15:VT2
  O166:HNT:VT2
  O168:HNT:VT1
  O171:H-:VT2
  O174:H2:VT1
  O174:H2:VT1&VT2
  O174:H-:VT1&VT2
  O177:H25:VT2
  O179:H8:VT1&VT2
  O182:H25:VT1
  O185:H7:VT2
  O186:H2:VT2
  Others
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3

350
411

5
18

101
5
2
3

13
41

3
955
215

23
1

28
2

13
1

283
64

3
3
2
4
3

24
103

20
1

50
22

4
3
1
1

102
1
1

58
2
2
1

65
2
2

30
3

37
6
1
5
4
2
2
2
1

23
2
7
1
6

16
1
7
3

11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
8
3

107

100.0
0.2

19.6
23.0

0.3
1.0
5.7
0.3
0.1
0.2
0.7
2.3
0.2

53.5
12.1

1.3
0.1
1.6
0.1
0.7
0.1

15.9
3.6
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
1.3
5.8
1.1
0.1
2.8
1.2
0.2
0.2
0.1
0.1
5.7
0.1
0.1
3.3
0.1
0.1
0.1
3.6
0.1
0.1
1.7
0.2
2.1
0.3
0.1
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
1.3
0.1
0.4
0.1
0.3
0.9
0.1
0.4
0.2
0.6
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
0.2
6.0

血清型 Serotype
例数

Cases
％

UT: Untypable, NT: Not typed, *2つ以上の臨床症状が報告された例を含む　**O抗原凝集抗体検出　**detection of antibodies against Escherichia coli O groups
*Includes cases for whom two or more symptoms were reported, 1) no data, 2) no symptoms, 3) fever, 4) diarrhea,
5) nausea/vomiting, 6) bloody diarrhea, 7) abdominal pain, 8) disturbance of consciousness, 9) encephalopathy, 10) hemolytic uremic syndrome, 11) renal failure
(Infectious Agents Surveillance System: Data based on reports from public health institues received before March 23, 2020)

＜特集関連資料 1 ＞ 腸管出血性大腸菌検出例の血清型別臨床症状, 2019年
Clinical manifestation of EHEC cases in Japan, according to bacterial serotype, 2019

（病原微生物検出情報：2020年 3 月23日現在報告数）
臨床症状* Clinical manifestation*

不詳1） 無症状2） 発熱3） 下痢4） 嘔気嘔吐5） 血便6） 腹痛7） 意識障害8） 脳症9） HUS10）腎機能障害11）

＜特集関連資料 2 ＞腸管出血性大腸菌による食中毒発生事例, 2019年

厚生労働省・食中毒統計資料「令和元年（2019年）食中毒発生事例」より改変
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html

No. 発生地 発生月日 原因食品 原因施設 摂食者数 患者数 死者数

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

東京都
東京都
神奈川県
兵庫県
大阪府
埼玉県
兵庫県
静岡県
静岡県
大分県
東京都
北海道
新潟県
大阪府
東京都
山口県
群馬県
茨城県
国内不明
東京都

2月11日
2月14日
2月14日
2月14日
2月17日
5月20日
5月27日
6月7日

6月16日
6月23日
7月3日

7月18日
8月22日
8月26日
9月10日
9月18日
9月24日

10月23日
11月29日
12月18日

施設提供の食事
柔らかハラミ
不明（店提供の食事）
焼肉
店提供の食事
タレが効いたサイコロステーキ丼（推定）
店提供の食事
不明（店提供の食事）
不明（提供された給食）
不明
店提供の食事
共同調理した食事
不明（弁当）
不明（店提供の食事）
施設提供の食事
店提供の食事（加熱不十分な牛肉を含む）
店提供の食事
店提供の食事（昼食）
不明
店提供の食事

飲食店
飲食店
飲食店
飲食店
飲食店
飲食店
飲食店
飲食店
事業場
飲食店
飲食店
その他
飲食店
飲食店
飲食店
飲食店
飲食店
飲食店
不明
飲食店

8
3
4

29
2

14
7

不明
85
71

299
118

30
10
44

3
15
14
不明

10

5
2
1
3
1

12
7

35
6

15
2

31
10

3
9
2
6
7
2
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

前ページの続き
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＜特集関連情報＞
大腸菌の血清型別PCR法

大腸菌の O 血清群 （O 群） とH 型の判定には, PCR

法が利用できる。手順やプライマー配列の詳細につい
ては, 「腸管出血性大腸菌 （EHEC） 検査・診断マニュ
アル 2019年 9 月改訂」 （https://www.niid.go.jp/niid/

images/lab-manual/EHEC20190920.pdf）を参考にさ
れたい。
血清型別の概要
大腸菌の血清型は O 群とH 型を組み合わせた O : H

型により表され, 分離株を細分類する際のゴールドス
タンダードとなっている。O 抗原とH 抗原の実体は, そ
れぞれ菌体表層に発現するリポ多糖の糖鎖部分 （O 抗
原糖鎖） と, 細菌の運動器官であるべん毛の主要構成
タンパク質 （フラジェリン） である。大腸菌の血清型
に関する国際的な基準はデンマーク国立血清学研究
所 （Statens Serum Institut: SSI） が管理しており,  

2020 年 3 月現在, O1 から O188までの O 群と, H1 から
H56までの H 型が規定されている。分離株の血清型が
同じであれば, 同一起源から分岐したクローン集団で
あると予測でき, EHEC をはじめとする病原性大腸菌の
調査を行う上での重要な情報となる。SSI Diagnostica

からは, 規定されている全血清型に対応した抗血清
が販売されている。しかし, それぞれの抗血清は高価
で, すべての混合血清と単味血清を各機関で備えてお
くことはコスト面で難しい。一方で, 国内メーカーか
ら販売されている大腸菌免疫血清は 50種類の O 群 （混
合血清に含まれない O 45 および O104 を加えると52 種
類） と22 種類の H 型のみが対象となる。

EHEC にみられる O 群の傾向
EHECは志賀毒素を産生し, 感染者の一部は出血性
大腸炎や溶血性尿毒症症候群 （HUS） などを呈して重
症化することから, 特に注意が必要とされている。
EHECの代表的な O 群はO157とO26であり, さらに
O111, O103, O121, O145と続く。本誌で報告された
2014～2018 年の 5 年間のデータによると, 上記 6 種類
の O 群は, ヒトから分離された EHEC 全体の約 94％を
占めた。一方で, 残る 6 ％ （約 600 株） には O 91や O165  

をはじめとする計 75 種類の O 群が確認された。その
うちの19 種類では血便や HUS を呈した患者由来株が
含まれ, さらにそのうちの10 種類は国内メーカーの免
疫血清が対象としない O 群であった。

O-genotyping PCR の特徴
稀な血清型に属する EHEC が原因だと考えられる重
症化事例も散発しており, 広域な O 群にも対応できる
検査法を備えておくことが望まれる。その対応策とし
て, Escherichia coli O-genotyping PCR （Og-typing 

PCR） が利用できる。O 抗原の合成にかかわる遺伝子
の一部はそれぞれの O 群に特有な塩基配列を有して

おり, Og-typing PCR は, それらを標的とした162 種
類のプライマーペアを含む 20 種類のマルチプレック
スPCRキットからなる。本法を用いることで広域
な O 群の網羅的かつ短時間での判定が可能となる。

Og-typing PCR の評価結果 1）

・ O1 からO187までの参考株を用いた評価 : O 群と
PCR の結果が 100％一致

・ O 群が判明している野生株 579 株 （176 種類の O 群）  
を用いた評価 : O 群とPCR の結果が 91％一致 （不一
致 : 2 ％, 2 種類のPCR 産物 : 1 ％, PCR 産物な
し : 6 ％） 
H-genotyping PCR の特徴
同じ O 群であってもH 型が異なれば系統群な関連性
は無い （または遠い） ことが多く, ゲノム構造も異な
ることから, 表現型や保有する病原性遺伝子レパート
リーも違ってくる （表）。つまり, H 型を決定して O 群
の情報と組み合わせることで, より詳細な菌株情報を
得ることができる。しかし, 凝集試験によるH 型別の
弱点として以下の 2 つが挙げられる。1 つ目は, H 抗
原の準備に手間と時間がかかる点である。明瞭な凝集
反応を観察するためには, べん毛を十分に発現させた
菌体が必要となる。そこで抗原を準備する際には半流
動培地で 2 - 5 回の転培を行うため, 2 ～ 3 日を要す
る。2 つ目は, 運動性を有さない菌株はべん毛を発現
していないために型別できない点である。糞便や環境
から分離される大腸菌の一部は運動性を有していな
い。例えば, ヒトから分離されるEHEC O157とO26の  

5 －10％, EHEC O111の少なくとも80％は運動性が無
い。そのため, これら非運動性株は, 「H-またはHNM  

（non-motile）」 とひとまとめにせざるを得ない。これ
らの解決策として, E. coli H-genotyping PCR （Hg-

typing PCR） が利用できる。フラジェリン遺伝子 （f liC 

など） 上にはそれぞれの H 型に特有な塩基配列があ
り, それらを標的とすることで識別が可能となる。
Hg-typing PCR は, それぞれの H 型を識別できる51

種類のプライマーペアを含む10 種類のマルチプレッ

表. O157、O111、O103 でみられる多様な H 型の一例
O群* H型

H7

H16

H39

H43

H45

H - (H8)**

H2

H9

H21

H2

(H11)**

H25

11

1011

5611

155

725

16

3

381

40

17

723

343

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

BA000007.3

CP007592.1

AMUP00000000

AHZD02000000

AIBZ00000000

AP010960.1

AIHB01000000

CP035751.1

AIHO01000000

AP010958

CP028112.1

CP027544.1

ST*** stx1/stx2 eae bfpA aggR

O157

O111

O103

（Accession no.）

  * O157: H7、O111: H8/H-、O103: H2がEHECの代表的な血清型
 ** fliCの塩基配列より想定された本来のH型
*** MLST（Achtmanらの手法）による系統分類の結果（ST: Sequence type)

使用したゲノム情報
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クス PCR キットからなる。非運動性株であってもフ
ラジェリン遺伝子を完全な形で保有しているケースが
多く, PCR 法であれば本来の H 型を推定することが
できる。

Hg-typing PCR の評価結果 2）

・ H1 からH56までの参考株を用いた評価 : H 型と
PCR の結果が100％一致

・ H型が判明している野生株277株 （49種類のH型） を
用いた評価 : H 型とPCR の結果が100％一致

・ 非運動性 76 株を用いた評価 : 全株がいずれかに型
別 （その後の研究で, 非運動性株の中には f liC を欠
失しているために判定不能となるケースも確認され
ている） 
PCR 法の留意点
Og-typing PCR の評価において, 不一致となっ
た 2 ％の試験株の詳細は, 「PCR の結果に応じたO 群
血清でも凝集したが, 他の血清でより強く凝集したた
めにそちらを最終判定結果とした」 ケースと, 「標的
遺伝子は保有していたが, それに応じたO 群血清では
まったく凝集しなかった」 ケースであった。以上の結
果より, 血清による非特異的凝集と, 機能を失った遺
伝子 （または他の用途で使用される類似遺伝子） の存
在が, それぞれの不一致の原因であると推察された。
試験株の 6 ％ではいずれのキットにおいてもPCR 産
物が得られなかった。これら判定不能株のゲノム解析
を行ったところ, 既報の O 抗原合成遺伝子から70-

95％程度に塩基配列が多様化したものや, 新しいタイ
プが複数みつかった。一部の新規タイプについては既
に判定プライマーを開発し, 配列情報などを公開して
いる3, 4）。PCR 法を利用する際には, ごく一部でこの
ような不一致となるケースがあることに留意する必要
がある。今後も病原性や疫学情報を考慮しながら, 判
定不能株への対応 （検査法の開発） を検討していく予
定である。
参考文献

1） Iguchi A, et al., J Clin Microbiol 53 （8） : 2427-

2432, 2015

2） Banjo M, et al., J Clin Microbiol 56 （6） : e00190-

18, 2018

3） Iguchi A, et al., Front Microbiol 7: 765 doi: 

10.3389/fmicb.2016.00765

4） Iguchi A, et al., Microb Genom 3 （9） : e000121, 
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＜特集関連情報＞
2019年に報告された腸管出血性大腸菌集団感染事例
の全ゲノム配列解析

現在, 腸管出血性大腸菌 （EHEC） 感染症の早期検
知や原因の究明を目的としたサーベイランスでは,  

multilocus variable-number tandem repeat analysis  

（MLVA） やパルスフィールドゲル電気泳動 （PFGE）  
法といった分子型別手法を用いた菌株間の比較が行わ
れている。近年, 高速シークエンサーの実用化によ
り, 集団感染等の調査に全ゲノム配列 （whole-genome 

sequence: WGS） を用いた解析が確立されつつある。
そこで, 2019 年に発生した飲食店関連の集団感染由来
株および MLVA 類似株の WGS 解析を行った。
方　法
下記 2 事例の株について, MiSeq （Illumina） を用いて  

WGS を解読し, 既報 （Lee, et al., Appl Environ Microbiol 

2019; 85） のパイプラインを用いて, 共通領域 （コアゲノ
ム） 中の単一塩基多型 （SNP） 解析を行った。
事例 1 

本事例は, 全国的にチェーン展開する飲食店で食中
毒として認定された事例であり （本号10ページ参照）,  
食中毒事例以外にも同一 MLVA 型 （18ｍ0541） の株
が全国で分離されていた。本 MLVA 型と最も類似し
た MLVA 型を示す国内株とは 4 ローカス （ 4 カ所の
リピート部位） で差異があり, 近縁型はみつかってい
なかった。そのため, 本 MLVA 型の13株 （A01-A13）  
について SNP 解析を行った。その結果, 既存の国
内 WGS 解読株との間に近縁な株はみつからず, 最も
系統的に近い株とは160カ所以上の SNPが存在した。
一方, 同一 MLVA 型内では最大 4 カ所の SNP が存在
するのみであった （図 1 ）。このため, 解析した株はい
ずれも同一由来である可能性が示された。
事例 2 

本事例は, 食中毒と認定されなかったものの焼肉
チェーン店での関連性が強く疑われる事例で, 東北か
ら近畿地方の広範にわたる地域から患者が発生した。
主な MLVA型 （19m0487） を中心に, 同 MLVA 型の
single locus variant （SLV, 19m0506, 19m0508, およ

A01

A04

A10

A06

(1) (1)

(1) (1)

(1)

(1)

図 1. 事例 1 関連株間の単一塩基多型（SNP）数
丸印が各菌株を、カッコ内の数字が株間のSNPの数を示す

疫学情報

●飲食店A

●散発

〇情報なし

A05など7株

A02A03
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び19m0509） およびdouble locus variant （DLV, 19m 

0488） からなるコンプレックス （19c058） を形成して
いた。また, これらの MLVA 型を示す株が, 該当焼肉
チェーン店の食品および散発事例から分離されてい
た。そこで, 19c058 の 23 株 （B01－B23） について, 事
例 1 と同様の SNP 解析を行った。その結果, 同コンプ
レックスの株と国内 WGS 解読株で最も近縁な株とは
40カ所以上の SNP が存在した。コンプレックス内で
のSNPは 0 - 5 カ所であり, 解析した株はすべて同一
由来である可能性が示された （図 2 ）。
考　察
WGSとMLVAとの比較を行った既報 （Lee, et al., 

Appl Environ Microbiol 2019; 85） と同様に, MLVAで
の差異が 1 ローカス以内 （同一型または SLV） の株間で
は, ごく少数の SNP のみ認められた。一方, 事例 2 のよ
うに DLV が存在する場合にも, WGS を用いることに
よって菌株間の近縁性を示すことが可能であった。この
ように, MLVA のみでは集団感染の判断がつきづらい場
合でも, WGS によってより蓋然性の高い分子型別が可能
となった。しかしながら, いずれの事例の菌株において
も, 近縁な国内由来株は見出されなかった。EHEC の伝
播経路の解明には, 患者, 食品, および動物由来 EHEC  

のゲノム情報のさらなる蓄積が求められる。
国立感染症研究所細菌第一部　　　　　　　　
李　謙一　伊豫田　淳　泉谷秀昌　大西　真

＜特集関連情報＞
2019年に分離された腸管出血性大腸菌の MLVA 法
による解析

国立感染症研究所 （感染研） 細菌第一部では 2014 年
シーズンから腸管出血性大腸菌 O157, O 26, O111, 2017

年からさらに O103, O121, O145, O165, O 91につい
て, 反復配列多型解析 （multilocus variable-number 

tandem repeat analysis: MLVA） 法 による分子疫学
サーベイランスを行っている。本稿では2020年 3 月25

日時点における, 2019 年分離株の MLVA 法による解
析結果をまとめた。
感染研に送付された腸管出血性大腸菌 2019 年分離株
は 3,097株 （同時期前年比 0.6％増; 2018 年 6 月29日付
の厚生労働省事務連絡 「腸管出血性大腸菌による広域
的な感染症・食中毒に関する調査について」 に基づい
て送付された MLVA データ286 株分を含む） であり,  

このうち2,785株 （90％） をMLVA 法で解析し型名を付
与した。各血清群における解析株数, 検出型数および
Simpsonʼs Diversity Index* （SDI） は, O157が 1,701

株, 719型, 0.996 （0.994）, O26が506株, 228型, 0.981  

（0.979）, O111が164株, 86型, 0.960 （0.980）, O103が
198株, 61型, 0.898 （0.833）, O121が78株, 39型, 0.947  

（0.913）, O145が93株, 24型, 0.831 （0.912）, O165が  

4 株, 4 型, 1.00 （1.00）, O 91が41株, 36型, 0.994  

（0.993） であった （カッコ内は昨年同時期のSDI）。株
数の同時期前年比は, O157 : 3.4％減, O 26 : 22％減,  

O111 : 91％増, O103 : 42％増, O121 : 50％減, O145 :  

90％増, O165 : 増減なし, O 91 : 17％増であった。
表 1 に血清群 O157, O 26, O111のうち検出された

疫学情報別 MLVA型別

B01など18株

疫学情報
●飲食店関連
●散発
〇食品

MLVA型
〇19m0487
●19m0488
●19m0506
●19m0508
●19m0509

B11

B13

B06
B18

B16

B01など18株

(1)

(1) (1)

(3)

(2)

B11

B13

B06
B18

B16 (1)

(1) (1)

(3)

(2)

図 2. 事例 2 関連株間の単一塩基多型（SNP）数
丸印が各菌株を、カッコ内の数字が株間のSNPの数を示す。菌株

の疫学情報別またはMLVA型別にノードを色分けしている

表 1. 検出数上位の MLVA 型の各遺伝子座におけるリピート数

-2は増幅産物なしを表す
コンプレックス：当該 MLVA 型が含まれたコンプレックスを表す

19m2033

19m2103

19m0046

19m0080

19m0169

16m0103

19m0488

19m3035

19m0112

18m0249

18m0541

MLVA型

19c201

19c208

19c010

19c007

19c031

19c028

19c058

19c305

19c044

19c011

コンプ
レックス

株数

45

37

35

34

32

32

25

24

22

22

22

EH111-
11

2

2

2

2

2

2

2

4

3

2

2

EH111-
14

1

1

-2

-2

-2

-2

-2

1

-2

-2

-2

EH157-
12

2

2

6

4

5

6

7

2

4

4

4

EH111-8

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

EH26-7

5

3

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

EHC-1

3

12

10

6

6

14

8

10

5

5

4

EHC-2

19

15

5

4

5

4

4

6

4

4

5

EHC-6

-2

14

-2

-2

-2

-2

-2

3

-2

12

-2

O157-3

-2

-2

10

10

23

14

16

-2

11

8

-2

O157-34

1

1

9

11

9

9

9

3

12

12

9

O157-9

9

10

12

11

7

5

11

12

14

12

11

O157-25

2

2

5

5

2

6

5

2

8

8

3

O157-17

-2

-2

4

9

14

4

4

-2

7

7

5

O157-19

1

1

7

7

7

7

7

1

6

6

6

O157-36

-2

-2

8

6

4

10

4

-2

3

3

6

O157-37

-2

-2

5

6

7

6

10

12

7

6

3

EHC-5

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2
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菌株数が多かった MLVA 型およびその各遺伝子座の
リピート数を示す。

MLVAでは, リピート数が 1 遺伝子座において異
なるsingle locus variant （SLV） など, 関連性が推測
される型をコンプレックスとしてまとめる様式をとっ
ている。2019 年は 96 のコンプレックスが同定された。

MLVA 法によって試験した菌株に関し, 送付地方衛
生研究所 （地衛研） 等 （機関） の数に基づいて広域株の
検索を行った。5 以上の機関で検出された広域コンプレッ
クスは15 種類, コンプレックスに含まれないが 5 機関以
上で検出された広域型は18 種類であった。計 632 株が広
域コンプレックス／型に含まれた。上位の当該コンプレッ
クス／型および分離地域 （ブロック） は表 2 に示す通り
である。このうち, 2019 年に発生した広域集団事例に関
連した18m0541 （本号 6 ＆10ページ参照）, ならびに
19c058 （本号 6 ページの事例 2 参照） および19m6006

について, 当該コンプレックス／型に含まれる菌株の
分離地域およびMLVA に基づくminimum spanning 

tree を図に示す。
MLVA 法により迅速な菌株解析が可能となったこ
とで, 集団事例および家族内事例における菌株の同一
性, 散発例も含めた事例間の関連性および広域性の有
無などの情報が, よりリアルタイムに還元できるよう
になってきている。MLVA 法の結果に基づいて実施
された自治体からの疫学情報の共有などから, 事例間
のつながりが明らかにされるなど, 事例対応に有益で
あったことも少なからずあった。
上記事務連絡によって, 血清群 O157, O26, O111に
ついて地衛研で実施した MLVA データから直接  

MLVA 型を付与し, 当該型の一覧を MLVAリストと
して共有することが開始された。今後も迅速な菌株解
析ならびに情報共有に努めていくので, 引き続き関係
機関のご理解とご協力をお願いしたい。

*多様性を表す指数の一つ。 0 - 1 の範囲で 1 に近いほど
多様性が高く, 0 に近いほど多様性が低いことを示す。

国立感染症研究所細菌第一部　　　　　　　　
泉谷秀昌　李　謙一　伊豫田　淳　大西　真

型／コンプ
レックス

毒素型血清群

O157

O157

O157

O157

O157

O157

O157

O157

O145

O157

株数

表 2. 広域株のブロック別分布

*1、上位10を示した
*2、国立医薬品食品衛生研究所株 4 株を含む

19c058

19c010

19c030

19c026

19c028

19c033

19c051

18m0541*2

19m6006

19c027

VT2

VT2

VT1+VT2

VT1+VT2

VT2

VT2

VT1+VT2

VT1+VT2

VT2

VT1+VT2

60

38

32

24

34

16

12

22

35

16

機関数*1

27

20

16

15

13

11

11

13

12

9

北海道東北
新潟

19

11

4

0

0

0

0

0

0

2

関東甲信静

21

9

5

8

34

15

5

4

13

14

東海北陸

12

0

0

5

0

0

1

2

19

0

近畿

2

14

4

8

0

0

2

8

3

0

中国四国

6

4

8

0

0

1

0

0

0

0

九州

0

0

11

3

0

0

4

4

0

0

a) 18m0541

b) 19c058

c) 19m6006

19m6006

19c058

図. 広域事例に関連した MLVA コンプレックス／型の
地理的分布および minimum spanning tree（ 3 種
以上の MLVA 型を含むコンプレックスのみ）

18m0541
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＜特集関連情報＞
腸管出血性大腸菌感染症における溶血性尿毒症症候
群, 2019年

溶血性尿毒症症候群 （hemolytic uremic syndrome: 

HUS） は腸管出血性大腸菌 （EHEC） 感染症の重篤な
合併症の一つである。感染症発生動向調査で 2019 年
に報告された EHEC 感染症の HUS 発症例に関してま
とめを報告する。

HUS 発生状況
感染症発生動向調査に基づくEHEC 感染症の報告

数 （2020年 3 月30日現在, 以下暫定値） は, 2019年 〔診
断週が 2019 年第 1 ～52 週 （2018年12月31日～2019年
12月29日）〕 が 3,744例 （うち有症状者 2,511 例 : 67％）  
で, そのうち HUS の記載があった報告は 78 例であっ
た。性別は男性 24 例, 女性 54 例で女性が多かった （ 1  

: 2.25）。年齢は中央値が 8 歳 （範囲 : 0 ～87歳） で, 年
齢群別では 0 ～ 4 歳が 24 例 （31％） で最も多かった。
有症状者に占める HUS 発症例の割合は全体で3.1％,  

年齢群別では 0 ～ 4 歳が 6.0％で最も高く, 次いで  

5 ～ 9 歳が 5.9％, 10～14 歳が 4.5％の順であった （図）。
EHEC 診断方法と分離菌および O 抗原凝集抗体
診断方法は, 菌の分離が45例 （58％）, 患者血清によ

るO 抗原凝集抗体の検出が 31例 （40％）, 便からの
Vero 毒素 （VT） 検出が 2 例 （ 3 ％） であった （表）。
菌が分離された45例の血清群と毒素型は, 血清群別

では O157 が HUS 症例の76％ （34例） を占め, 毒素型で
はVT 2 陽性株 （VT 2 単独またはVT 1 & 2 ） が91％  

（41例） を占めた。また, 患者血清のみで診断された31

例のうち, O 抗原凝集抗体が明らかになった 4 例すべ
てが O157 であった。
感染原因・感染経路
確定または推定として報告された感染原因・感染経
路 （重複含む） は, 経口感染が 47例 （60％）, 接触感染
が 9 例 （12％）, 動物・蚊・昆虫等からの感染が 1 例  

（ 1 ％）, 「記載なし」 または 「不明」 の報告が 25例  

（32％） であった。経口感染と報告された 47 例中 23 例

に肉類の喫食が記載され, うち生肉 （ユッケ, レバー,  

牛刺し, 加熱不十分な肉等） の記載は 4 例 （ユッケ  

2 例, 生センマイ 1 例, 生の鶏肉 1 例） であった。
臨床経過 （症状・転帰） 
保健所への届出時に報告された臨床症状は, 昨年と
同様に腹痛, 血便の出現率がそれぞれ 58 例 （74％）,  
55 例 （71％） と高く報告されていた。また, 届出時に
脳症を合併していた症例は10 例 （13％） であった。届
出時点で報告されていた死亡は 3 例で, HUS 発症例
全体での致命率は 3.8％であった。
考　察
2019 年に報告された HUS 発症 78 例は, 現在の届出
基準で比較可能な 2006 年以降で過去最少であった
2018 年に次ぐ少なさであり, 有症状者に占めるHUS

発症例の割合  3.1％も過去最低の2018 年に次ぐ低さで
あった。10 歳未満の小児が多数を占め, 女性が多いと
いう傾向は従来通りであった。
感染原因・感染経路では, 例年同様 「肉類の喫食」 が
一定数報告されており, うち EHEC 感染リスクが高い
とされる生肉喫食の記載も依然として数例報告されて
いた。EHEC 感染に伴う HUS 等の重症化の要因は不
明な点が多いため, EHEC の感染そのものを予防する
ことが重要である。EHEC 感染予防として, 生肉 （加
熱不十分な肉を含む） の喫食を避けること, 食事前の
手洗い, 調理時の食品の適切な取り扱い等の基本的な
食中毒予防だけでなく, 保育施設や家庭内での患者と
の接触後や, 動物との接触後に十分な手洗いを行うな
どの注意を払うことも重要である。

国立感染症研究所感染症疫学センター0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0

10

20

30

年齢群

0～4歳 5～9歳 10～14歳 15～64歳 65歳以上

6
10

2 3 3

18 8

6
7

15 7

6.0 5.9

4.5

3.1

1.4

HUS 女性

HUS 男性

HUS の割合 Ｈ
Ｕ
Ｓ
発
症
例
の
割
合
（
％
）

報
告
数
（
人
）

図. 年齢群別HUS発症例報告数と有症状者に占める割合,
　   2019年（n=78）

（ ）内は死亡例を再掲

表. HUS発症例における分離菌の血清群と毒素型, 2019年

O血清群 毒素型　 HUS 発症例 

血清での O 抗原凝集抗体

便での Vero 毒素検出

[うちO157LPS 抗体陽性]

<参考>菌分離以外の診断による HUS 報告症例

O157

小計

VT2

VT1& 2

VT不明

16

15

3

non-O157 VT2

VT1& 2

VT2

VT2

VT1& 2

O26

O111

O145

O121

O165

小計

1

1

1

3

1

7

不明 VT2

VT1& 2

VT不明

2

1

1

31

[4]

2

総計 45

34

小計 4

（2）

（1）

（3）

病原微生物検出情報 Vol. 41 No. 5 （2020. 5） （ 73） 9



＜特集関連情報＞
腸管出血性大腸菌感染によるHUS症例の血清診断
について

腸管出血性大腸菌 （EHEC） 感染による重症例であ
る溶血性尿毒症症候群 （HUS） は国内で年間100例
前後報告されている （本号 9 ページ参照）。このうち,  

EHEC が分離されない HUS 症例は 2006 ～ 2019 年まで
の平均で34.4％であり, これらの症例では患者便中の
志賀毒素の検出, または患者血清中の抗大腸菌 （O157,  

O26, O111, O121, O145, O165, O103 等の重症例に多
い EHEC の O 群） に対する凝集抗体陽性で EHEC によ
る HUS 症例の確定診断とされている。国立感染症研究
所細菌第一部で 2009 ～ 2019 年までに実施した HUS 患者
の血清診断は全 104 例あり, このうち大腸菌凝集抗体が
陽性となった事例は 84 例であった （陽性率  80.7 ％）。最
も陽性数の多かった O 群は O157 で 52.2％を占めた
が, 次いで陽性数の多い O 群は O121 （11.1％）, O165  

（10％） であった。このうち, 血清群 O165 は EHEC の総
分離数としては 9 番目に多く, 重症例 （血便, HUS, 脳
症, 死亡例を含む） 由来のEHEC としては 7 番目に多
い分離数であるが （細菌第一部の集計）, EHEC の選択
分離培地として頻用される培地の多くで生育不良であ
ることが報告されていることから, 注意を要する1）。当
初は EHEC 不分離とされた HUS 症例で, 細菌第一部
で実施した血清診断で O165 抗体陽性となり, その後患
者便から O165 が再分離された事例がこれまでに少な
くとも 3 例あることから, O165 を含む EHEC の選択分
離培地で生育しない EHEC が存在することを念頭に重
症例における EHEC の分離を実施するよう, 関係各位
にお知らせしたい。さらに, 当所で再実施した HUS 患
者便の細菌検査によって, マイナーな O 群の EHEC や
大腸菌と類縁の志賀毒素産生性 Escherichia albertii の
分離なども報告されている （長岡宏美ら, IASR 37: 

254-255, 2016）。
HUS 症例における血清診断・便検査等のご依頼は
随時受け付けております。国立感染症研究所細菌第一
部までご連絡下さい （メールアドレス : ehecアット
マークniid.go.jp）。
参考文献

1） 日本食品微生物学会雑誌
  Jpn J Food Microbiol 32 （4） : 192-198, 2015

国立感染症研究所細菌第一部
伊豫田　淳　大西　真　　

＜特集関連情報＞
大阪府, 横浜市, 足立区, 八王子市および神戸市か

ら報告された同一系列の焼き肉店を利用した腸管出血
性大腸菌 O157 （VT 1 , VT 2 ） による食中毒事案につ
いて

はじめに
同一系列の焼き肉店を平成31 （2019） 年 2 月 9 ～12

日にかけて利用し, 下痢, 嘔吐等の症状を呈する者の  

8 名 （合計 5 店舗） の便から, 腸管出血性大腸菌 O157  

（VT 1 , VT 2 ） が 5 自治体で検出されていることが判
明した。厚生労働省 （厚労省） は 2 月25日付けで, 全国
の自治体に対し, 食中毒の被害拡大防止の観点から, 腸
管出血性大腸菌による感染症法に基づく届出情報や食
品による被害情報の苦情等の相談があった場合は, 同
系列店舗の利用状況を調査すること等を通知した。
その結果, 3 月末日までに感染が判明した15名の便
より分離された菌株の MLVA 型がすべて一致した。
また, 国立医薬品食品衛生研究所 （国衛研） 等におい
て, 系列店で保管されていた牛ハラミおよびその関係
材料を検査したところ, 腸管出血性大腸菌 O157を検出
し, 患者便と反復配列多型解析 （multilocus variable-

number tandem repeat analysis: MLVA） 型が一致し
た。この牛ハラミは, 患者の多くが喫食しており, 当
該系列店のみに提供されていた。当該系列店の焼き肉
店は 2 月25日より全店舗の営業を自粛しており, 重篤
な患者は認められなかった。
今般, 上記の事案について広域的な食中毒事案とし

て報告する。
事案の概要
平成31 （2019） 年 2 月25日, 同一系列の焼き肉店を  

2 月 9 ～12日にかけて利用し, 下痢, 嘔吐等の症状を
呈する 8 名の便から, 腸管出血性大腸菌 O157 （VT 1 ,  

VT 2 ） が検出されたことを踏まえ, 全 61店舗の営業
を自粛するとの社告が掲載された。
厚労省は 2 月25日付けで, 全国の自治体に対し, 食
中毒の被害拡大防止の観点から, 同系列店舗の利用状
況を調査すること等を通知した。調査の詳細は以下の
通り。

 （1） 腸管出血性大腸菌による感染症法に基づく届
出情報や食品による健康被害の苦情等の相談があった
場合は, 同系列店舗の利用状況を調査し, 関連性を確
認するとともに, 必要に応じて食中毒調査を実施する
こと。また, 該当する情報を得た場合には当職まで速
やかに連絡すること。

 （2） 住民等から本事案との関連が疑われる症状の
相談があった場合は, 速やかに医療機関の受診を勧奨
するなど適切な対応をすること。

 （3） 腸管出血性大腸菌 O157 による食中毒が発生し
た場合は, 関連性を確認する観点から, 平成 30 （2018）  
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年 6 月29日付け事務連絡 「腸管出血性大腸菌による広
域的な感染症・食中毒に関する調査について」 に基づ
き, 患者由来菌株を迅速に収集し, MLVA 法による
MLVA 型付与のため, MLVA 法の検査結果または菌
株を国立感染症研究所へ送付すること。
調査の結果, 当該同一系列の焼き肉店の利用による
患者が 8 自治体で17名認められ, そのうち15名の患者
便より分離された菌株の MLVA 型がすべて一致した。
また, 系列店で保管されていた牛ハラミおよび関係材
料について, 疫学調査の結果より, 患者の多くが喫食
していたことから, 国衛研等において検査を実施した
ところ, 腸管出血性大腸菌 O157を検出し, 患者便と  

MLVA 型が一致した。
この結果を受け, 同一系列の焼き肉店を利用し, 牛
ハラミの喫食が認められ, 牛ハラミと患者便の MLVA  

型が一致等した患者の発生している大阪府, 横浜
市, 足立区, 八王子市および神戸市において食中毒と
断定された。
厚労省は, 当該食中毒事案についてホームページを

活用し, 消費者に対し食中毒事案の公表を行った。
調査結果等
食中毒とされた事案の患者等の情報は上記表を参照。
同一系列の焼き肉店を利用した患者について, 3 月

末日までに合計17名の患者便について, MLVA 解析
の結果, 15名の患者の菌株の MLVA 型が牛ハラミか
ら検出された菌株の MLVA 型と一致した。
総　括
今回の事案の原因食品については, 同系列の焼き肉
店で事案が発生し, 提供メニューは統一されていたも
のの, 焼肉という喫食形態から, 多くの利用者で同様
の喫食状況が認められ, 疫学調査の結果において有意
な差を求めることが難しい事案であった。しかしなが
ら, 各店舗で同じ原材料を利用していたことから, 関
係自治体で連携し, 患者発生店舗以外でも汚染が疑わ
れた食材の残品の入手ができたことや, 早期に全店舗
の営業自粛がなされ, 食中毒の拡大防止措置がとられ
たことは今後の教訓として活かせるものである。なお,  

原材料の遡り調査の結果では牛ハラミの汚染原因等の
特定はできず, 原料肉の衛生管理については引き続き
課題は残る結果となった。
利用者が自ら焼いた肉を喫食する一般的な焼肉店で

は, 行政としては今後も消費者への注意喚起や普及啓
発等や, 従業員による生肉の十分な加熱の案内, 生肉
をつかむトングの使い分けといった衛生的な取り扱い
はもちろん, 原料肉における衛生管理等をより一層実
施することで, 食中毒の未然防止に努める必要がある
と考える。
今般の事案のように, 複数の自治体にまたがる事案
については, 平成31 （2019） 年 4 月に設置された広域
連携協議会を活用し, 食中毒事案の早期探知および拡
大防止に努め, 事案に応じて生産段階の調査について
は, 関係者と十分に連携して調査を行うことが原因の
究明, 再発の防止につながると考える。

厚生労働省医薬・生活衛生局　　　　
食品監視安全課食中毒被害情報管理室

＜特集関連情報＞
国立感染症研究所における感染症発生動向調査  

（NESID） をベースとした広域食中毒探知の取り組み

背　景
広域的に発生する腸管出血性大腸菌 （EHEC） 感染

症の食中毒事例 （広域事例） において, 原因食品の特
定等の対策につなげるためには, 迅速な探知と早期の
調査の実施が重要である。国立感染症研究所では, 感
染症発生動向調査 （NESID） の届出データを用いて広
域事例疑いを早期に探知することに取り組んでいる。
2017年末に広域事例疑い探知・アラートシステムを作
成し, 2018 年の試運用を通して改善を図っている。本
稿では, 2019 年に用いた改良版システムの概要および
実績について報告する。
広域疑い探知システムの概要
過去データから算出した患者届出数のベースライン
と現在の届出数の比較により, 特異な届出数増加を探
知しアラートを発出する。ベースラインには, 過去  

5 年, 前後 1 週の15個 （ 3 週× 5 年） の値の平均値を
用いた。ただし, 患者届出数のままでは単一曝露 （ポ
イント・ソース） の集団発生による特異な報告数増加
が含まれるため, 単一の場所で発生した集団発生事例
をクラスタ化し, ひとつの集団発生事例をひとつのイ
ベントとしてカウントする方法を用いた1）。集団発生
による患者増加の影響を除いた散発症例の増加に注目

表. 患者等の情報（平成31年 3 月15日時点） 
 

 

1 2 3 4 5

自治体名 大阪府 横浜市 足立区 八王子市 神戸市

患者数 1 1 5 2 3

喫食日 2月12日 2月10日 2月10日 2月11日
2月12日および

16日

提供施設 焼き肉店 焼き肉店 焼き肉店 焼き肉店 焼き肉店

患者検便の
MLVA型

牛ハラミから検出
された菌種と一致

牛ハラミから検出
された菌種と一致

牛ハラミから検出
された菌種と一致

牛ハラミから検出
された菌種と一致

牛ハラミから検出
された菌種と一致
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することにより, 広域食中毒による患者増加の可能性
を探知する。過去と比較し特異な増加であることを示
すアラート閾値は, 週当たりのイベント数およびベー
スラインからの逸脱度を組み合わせて段階的に設定し
た （図）。また, 各閾値に達したときの対応も合わせて
設定した。なお, この閾値は 2018 年データで試行した
場合の発生頻度等を考慮して設定したものであり, 今
後, 2019 年データを含め再検討を実施する予定である。

2019 年の結果
2019 年 （ 6 月から本格稼働） は, アラートレベル 4  

段階のうち, レベル 3 が 3 回, レベル 4 が 2 回発生し
た。このうち 4 回について, 厚生労働省 （食品監視安
全課および結核感染症課） への情報提供を行った  

（O 26 VT 2 ・ 第20週, O145VT 2 ・ 第36週, O157VT 1  

VT 2 ・ 第44週, O157VT 2 ・ 第46週）。第 20 週のO26 

VT 2 は, システムがレベル 3 として探知する数日前
に感染症疫学センター内の EHEC 監視チームが探知
し, 情報提供に至った。レベル 3 として探知された第
36週の O145VT 2 は, 報告地分布に偏りがみられたこ
とから情報提供に至った。同じくレベル 3 で探知した
第46週の O157VT 2 は, 性別・年齢分布の偏りと直近
の報告の増加傾向を考慮して早めの情報提供を行っ
た （情報提供後にレベル 4 に到達）。
考　察
広域事例疑いを早期に探知することができれば, 事
例発生時の調査および介入の迅速化が見込まれ, 食品
衛生行政上の貢献が期待できる。NESID の届出デー

タを用いた広域事例疑いの早期探知の取り組みによ
り, 2019 年においては, 広域事例の疑いとして厚生労
働省への情報提供を 4 回実施し, 複数の自治体に対す
る喫食状況調査等の早期実施に結びつけることができ
た。なお, 2019 年に用いたアラート閾値 （図） は2018  

年実績に基づく暫定的なものである。感度, 特異
度, 発生頻度等のバランスを考慮しつつ, より迅速に
探知するための閾値設定をさらに検討する予定であ
る。また, 迅速探知により早められた調査開始を汚染
源の同定につなげるための全体のスキームについ
て, 関係機関との調整を含めた検討を行うことも今後
の課題である。
参考文献

1） 髙原　理ら, IASR 37: 161-162, 2016

国立感染症研究所感染症疫学センター

＜速報＞
中国武漢市からのチャーター便帰国者について : 新
型コロナウイルスの検査結果と転帰 （第一報 : 第 1 便
について） （2020 年 2 月14日現在） 

2020 年 1 月 3 日に, 中国湖北省武漢市において原因
不明の重症肺炎の集積が報告され, その後, 新型のコ
ロナウイルスによることが判明した。1 月14日に, 神
奈川県内の医療機関から管轄の保健所に対して, 武漢
市に滞在歴がある肺炎の患者が報告され, わが国にお
ける新型コロナウイルス感染症の 1 例目が 1 月15日に
確認された。2 月 1 日, 新型コロナウイルス感染症は
感染症法において指定感染症に指定された。
チャーター便 （第 1 便） は武漢市から2020 年 1 月29

日に到着した。本稿では, 新型コロナウイルスに関連
した当チャーター便にかかわる帰国者の検査結果と転
帰について情報還元する。

1 月29日に武漢市から第 1 便を利用して帰国した
者 （第 1 便帰国者） 206人中, 5 人が何らかの症状を認
め （機内検疫により問診・診察の結果, 4 人は発熱
等, 1 人は降機後, 空港で待機中に嘔気）, 医療機関へ
搬送された。この 5 人においては入院の上, 1 月29日
に新型コロナウイルスの PCR 検査用の咽頭ぬぐい液
検体が採取され, すべて陰性と判明した。このう
ち, 1 人については 1 月29日の検体は陰性であった
が, 同日に肺炎が確認されたことから, 1 月31日に,  

採取された喀痰検体の PCR 検査の結果, 陽性と判明
した （患者 1 ）。残り 4 人は症状軽快後に退院し, 経過
観察のための宿泊施設に入った。
医療機関へ搬送された 5 人を除く201人のうち, 2  

人は帰宅後 1 月31日に PCR 検査用の検体が採取さ
れ, 両者とも陰性と判明した。同意が得られた199人
は 1 月29日に国立国際医療研究センター （NCGM） で
問診と検査を受けた。199人のうち 7 人は症状を認め

＋1SD以上2SD未満
＋2SD以上または

2週連続で＋1SD以上
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患
者
イ
ベ
ン
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数
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（A）アラート閾値設定

図. 2019 年に用いたアラート閾値設定および各レベルに
　  おける対応

レベル

レベル 2 以下

レベル 3

レベル 4

（B）各レベルに達した時の対応

感染研感染症疫学センター内で監視強化

場合によっては厚生労働省（医薬・生活

衛生局食品監視安全課等）に情報提供

→重症度、地理分布や年齢・性別分布の

偏りなどを考慮し総合的に判断する

厚生労働省（医薬・生活衛生局食品監視

安全課等）に情報提供

対応
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たことから入院となり, うち 1 人が PCR 検査陽性と判
明した （患者 2 ）。残りの 6 人は症状軽快後, 宿泊施設
に入った。無症状の192人のうち 2 人が PCR 検査陽性
と判明し, 入院となった （患者 3, 4 ）。残り190人のう
ち189人は宿泊施設に入った （ 1 名は, 問診と検査を
受け, 陰性が確認された後に自宅に戻った）。ま
た, 1 名は宿泊施設に数日滞在した後に自宅に戻っ
た。206人の帰国者のうち帰国時点の陽性者は 3 人  

（1.5％） であった。
第 1 便帰国者の 1 人は, 帰国時は症状が無くPCR  

検査も陰性であったが, その後, 健康観察期間中に発
症し, PCR 検査で陽性が確認された （患者 5 ）。この
患者は 2 月 7 日 （帰国後 9 日目） に発症し入院とな
り, 2 月 9 日に採取された検体のPCR 検査で陽性が確
認された。この他に, 観察期間中に第 1 便帰国者のう
ち発症し入院した患者がもう 1 人いたが, 2 回の PCR  

検査がともに陰性で, 検査確認後に再び宿泊施設に
戻った。
宿泊施設に滞在していた第 1 便帰国者197人 （帰国

当時症状を認め症状軽快後に宿泊施設に入った  

4 人, NCGM で問診の際に症状を認め症状軽快後に宿
泊施設に入った 6 人, 無症状で宿泊施設に入った189

人から健康観察期間中に入院した前述の 1 人および健
康観察期間中に自宅に戻った 1 人を除いた187人）  
は, 帰国後 2 週間の 2 月11日に 2 回目の PCR 検査の
ための検体採取が行われた。PCR 検査の結果, 197人
の全員が陰性であった。
現時点で, 帰国後 2 日以内に陽性が確認された患
者 4 人 （患者 1 ～ 4 ） と健康観察期間中に発症した  

1 人 （患者 5 ） 以外には 2 回の PCR 検査で陽性者がい
なかったことから, 計 5 人の患者が 2 週間の健康観察
期間中に確認されたこととなった。帰国直後に検査実
施の同意が得られなかったものの, その後検査が行わ
れた 2 人と, 問診および陰性確認後自宅に戻った 2 人
においては, 2 回目の検査実施が現時点では保留され
ている。

陽性が確認された 5 人の経過は, 以下の通りであ
る。帰国時に無症状であった陽性例 2 人のうち, 1 人
は発症せず無症状で経過し （患者 4 ）, 他の 1 人は 2 月  

1 日に発症し咽頭痛, 頭痛, 発熱を認めたが, 数日後
に軽快となった （患者 3 ）。帰国時に症状があった陽
性例 2 人のうち 1 人は 1 月29日に （患者 1 ）, 他の  

1 人は観察期間中に肺炎が確認されたが （患者 2 ）,  
その後ともに改善した。帰国時に症状なくPCR 検査
結果が陰性であり, 2 月 7 日に発症した 1 人は肺炎が
確認され入院した （患者 5 ）。以上, 入院した全 5 例にお
いて, 厚生労働省が示した退院基準 （https://www.

mhlw.go.jp/content/10906000/000592995.pdf）  
に従って, 入院後の PCR 検査が実施されているところで
ある。
また, 陽性が確認された 5 人の年齢は40 代が 2 人と

50 代が 3 人であった （男性 4 人, 女性 1 人）。第 1 便
帰国者 206人中185人は男性であった （年齢分布は表）。
まとめると, 陽性が確認された 5 人のうち, 帰国後  

2 週間までには, 1 人は無症状病原体保有者で, 1 人は
軽症者 （咽頭痛, 頭痛, 発熱等） で, 3 人は肺炎を認め
た。第 1 便帰国者のうち, 帰国後 2 週間までに, 2 回
以上の PCR 検査を実施した帰国者は202人であり, う
ち陽性者は 5 人 （2.5％） であった。症状の有無を問わ
ず全員に検査が実施され, また 2 週間経過をフォロー
した （受診行動や医師の判断等の影響を受けない） こ
れらの結果は, 新型コロナウイルス感染の臨床像を理
解する上にも重要な情報である。
参考文献
厚生労働省健康局結核感染症課　健感発0206第 1 号
令和 2 年 2 月 6 日

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/ 

000592995.pdf

 国立感染症研究所

*（　）内は 2 回目の検査が実施されていない帰国者数

表. 武漢市からのチャーター便（第 1 便）帰国者における年齢群ごとの新型コロナウイルス感染症の
　  検査結果と転帰 n=206（2020年 2 月14日現在）

陽性者の 2 週間後までの健康状況
年齢 チャーター便

帰国者数*
陽性

10歳未満
10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
計

 4 (1)

0  

15 (1)

50 (1)

61   

67 (1)

9  

0  

206 (4) 

-

-

-

-

-

1

-

-

1

無症状
-

-

-

-

1

-

-

-

1

軽症
-

-

-

-

1

2

-

-

3

肺炎
-

-

-

-

2

3

-

-

5
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＜速報＞
中国武漢市からのチャーター便帰国者について : 新
型コロナウイルスの検査結果と転帰 （第二報 : 第 2 便
について） （2020年 2 月22日現在） 

本稿では, 「中国武漢市からのチャーター便〔第  

1 便 （患者 1 ～ 5 ）〕帰国者について : 新型コロナウイ
ルスの検査結果と転帰 （第一報 : 第 1 便について）」 の
続報として, 第 2 便の帰国者について情報還元する。

2020年 1 月30日に武漢市からチャーター便 （第 2  

便） を利用して210人が帰国した （第 2 便帰国者）。こ
のうち13人は何らかの症状が認められ, 医療機関へ搬
送された。この13人においては入院の上, 1 月30日に
新型コロナウイルスの PCR 検査が実施され, すべて
陰性と判明した。全員症状軽快後に退院し, 経過観察
のための宿泊施設に入った。
医療機関へ搬送された13人を除く197人は, 1 月30日
に国立国際医療研究センター （NCGM） で問診と検査
を受けた。197人のうち13人は症状を認めたことから
入院となった。また, 1 人は翌日に肺炎を認めたため
入院を継続し, 2 月 4 日に再度PCR検査を実施したと
ころ陽性と判明した （患者 6 ）。残りの12人は PCR 検
査を実施したところすべて陰性と判明し, 症状軽快
後, 宿泊施設に入った。無症状の184人のうち 2 人が
PCR 検査陽性と判明し, 入院となった （患者 7, 8 ）。
残り182人のうち174人は宿泊施設に入った。また,  

8 人は問診と検査を受け, PCR 検査で陰性が確認され
た後, 自宅に戻った。210人の第 2 便帰国者のうち帰
国時点の陽性者は 2 人 （1.0％） であった。
第 2 便帰国者の 1 人は帰国時には症状が無く, PCR

検査は陰性であったが, その後, 自宅での健康観察期
間中に発症し, PCR 検査で陽性となった （患者 9 ）。
この他に, 患者 9 と同居し, 患者 9 の発症後, 自宅で
健康観察を実施していた 1 人が帰国後 22日目に発症,  

入院し, PCR 検査で陽性が確認された （患者10）。
宿泊施設に滞在していた第 2 便帰国者199人 （帰国

当時症状を認め症状軽快後に宿泊施設に入った13

人, NCGM で問診の際に症状を認め症状軽快後に宿
泊施設に入った12人, 無症状で宿泊施設に入った174

人） は帰国後 2 週間の 2 月12日に 2 回目の PCR 検査
のための検体採取が行われた。PCR 検査の結果, 199

人全員が陰性であった。
帰国後 2 週間の健康観察期間において, 帰国後 2 日
以内に陽性が確認された患者 2 人 （患者 7, 8 ） と, 帰
国時に症状があり, 入院期間中に陽性が確認された  

1 人 （患者 6 ）, 観察期間中に発症した 1 人 （患者 9 ）  
が判明した。患者10については, 帰国後 2 週間の健康
観察期間には発症をしなかったが, 同居者 （患者 9 ）  
が発症した後の帰国後22日目に発症していたことか
ら, 患者 9 から帰国後の家庭内での感染伝播の可能性
が示唆された。これら以外には 2 回の PCR 検査で陽
性者がいなかったことから, 患者 4 人が 2 週間の観察
期間中に確認され, 1 人が 2 週間以降に確認されたこ
ととなった。帰国後の問診および陰性確認後に自宅に
戻った 6 人においては, 2 回目の検査実施が現時点で
は保留されている。
陽性が確認された 4 人 （以降の解析では患者10を除
いている） の経過は, 以下の通りである。1 人は帰国
時に発熱, 咳嗽の症状を認めたが, PCR 検査結果は陰
性であった。翌日に呼吸苦症状が出現したため精査し
たところ, 肺炎を認めたため入院を継続した。その後
も症状が持続し, 入院中の 2 月 4 日 （帰国後 6 日目） に
実施した PCR 検査結果で陽性となった （患者 6 ）。帰
国時に無症状であった陽性例 2 人は入院し, 1 人は発
症せず無症状で経過し （患者 8 ）, 他の 1 人は 1 月31

日に発熱を認めたが, 翌日に改善した （患者 7 ）。帰国
時は症状がなく, PCR 検査結果も陰性であり, 自宅で
健康観察期間中に発症した陽性例 2 人のうち 1 人は,  

2 月 8 日 （帰国後10日目） に発熱, 肺炎を認め, 2 月10

日に採取された検体の PCR 検査で陽性が確認された。
これら入院した 4 例については, 厚生労働省が示した
退院基準 （https://www.mhlw.go.jp/content/10906 

  *（　）内は現時点で 2 回目の検査が実施されていない帰国者数
 ** 帰国後 2 週間以降に発症（参考）

表. 武漢市からのチャーター便（第 2 便）帰国者における年齢群ごとの新型コロナウイルス感染症の
　  検査結果と転帰 n=210（2020年 2 月22日現在）

陽性者の 2 週間後までの健康状況
年齢 チャーター便

帰国者数*
陽性

10歳未満
10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
計

       4 (1**)

4  

  49 (1)

  50 (1)

  62 (3)

29   

  11 (1)

1 

210 (7)

-

-

-

1

-

-

-

-

1

無症状
   1**

-

-

-

-

1

-

-

2

軽症
-

-

-

-

1

1

-

-

2

肺炎
   1**

-

-

1

1

2

-

-

5
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000/000592995.pdf） に従って, 入院後の PCR 検査が
実施されているところである。
陽性が確認された 4 人の年齢は30 代が 1 人, 40 代
が 1 人と50 代が 2 人であった （男性 3 人, 女性 1 人）。
帰国者210人中193人は男性であった （年齢分布は前
ページ表）。
まとめると, 帰国後 2 週間以内に陽性が確認され
た 4 人のうち, 1 人は無症状病原体保有者で, 1 人は
軽症者 （発熱を発症したが, 翌日に軽快）, 2 人は肺炎
を認めた。経過中に症状を認めた 3 例のうち 2 例は帰
国時のPCR 検査結果は陰性であった。また, 1 人は帰
国後 2 週間以内に発症した患者と発症時に同居をして
おり, その後 2 週間以降に発症 （発熱や鼻汁等） し,  

PCR 検査で陽性が確認され, 家庭内での感染伝播の
可能性が示唆された。第 2 便帰国者210人のうち, 帰
国後 2 週間時点で 2 回以上の PCR 検査を実施した帰
国者は203人であり, うち陽性者は 4 人 （1.9％） で
あった。第 1 便帰国者206人のうち同様に帰国後 2 週
間以内に 2 回の PCR 検査を実施した202人の結果と併
せると, 405人のうち PCR 検査結果が陽性だったの
は 9 人 （2.2％） であった。
参考文献
厚生労働省健康局結核感染症課　健感発0206第 1 号 

令和 2 年 2 月 6 日
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/ 

000592995.pdf

国立感染症研究所

＜速報＞
中国武漢市からのチャーター便帰国者について : 新
型コロナウイルスの検査結果と転帰 （第三報 : 第 3 便
について） および第 1 ～ 3 便帰国者のまとめ （2020

年 2 月27日現在） 

本稿では, 中国武漢市からのチャーター便 〔第 1 便
および第 2 便 （患者 1 ～10）〕 帰国者についての続報
として, 第 3 便の帰国者および第 1 ～ 3 便のまとめに

ついて情報還元する。
2020年 1 月31日に武漢市からチャーター便 （第  

3 便） を利用して150人が帰国した （第 3 便帰国者）。
このうち10人が何らかの症状を認め, 医療機関へ搬送
された。この10人においては, 入院の上, 1 月31日に
新型コロナウイルスのPCR 検査用の検体が採取さ
れ, すべて陰性と判明した。
医療機関へ搬送された10人を除く140人は, 1 月31日
に国立国際医療研究センター （NCGM） で問診と検査
を受けた。140人のうち15人は症状を認めたことから
入院となった。 1 人は肺炎を認め, PCR 検査結果で陽
性であった （患者11）。残りの14人はPCR 検査結果で
陰性が判明し, 他疾患で入院継続となった 1 人を除き,  

症状軽快後に宿泊施設に入った。無症状の125人のう
ち 1 人は PCR 検査結果が陽性と判明し, 入院となっ
た （患者12）。残り124人のうち122人は宿泊施設に入っ
た。また, 2 人は問診と検査を受け陰性が確認された
後に自宅に戻った。150人の帰国者のうち帰国時点の
陽性者は 2 人 （1.3％） であった。
宿泊施設に滞在していた第 3 便帰国者145人 （帰国
当時症状を認め症状軽快後に宿泊施設に入った10

人, NCGM で問診の際に症状を認め症状軽快後に宿
泊施設に入った13人, 無症状で宿泊施設に入った122

人） のうち 1 人は施設滞在中に鼻汁, 咳嗽, 咽頭痛を
呈したが, PCR 検査結果で陰性と判明し, 退院後, 再
び施設に戻った。残りの144人について症状出現は認
めず, 施設に戻った 1 人を含め, 帰国後 2 週間の 2 月
13日に 2 回目の PCR 検査のための検体採取が行われ
た。PCR 検査の結果, 144人が陰性であったが, 1 人が
陽性となった （患者13）。
帰国後 2 週間の健康観察期間において, 帰国後 2 日
以内に陽性が確認された患者 2 人 （患者11, 12） と,  

帰国後 2 週間の PCR 検査で陽性になった患者 1 人が
判明した （患者13）。これら以外には 2 回の PCR 検査
で陽性者がいなかったことから, 計 3 人の患者が 2 週
間の観察期間中に確認されたこととなった。帰国後の
問診および陰性確認後に自宅に戻った 2 人において

*（　）内は 2 回目の検査が実施されていない帰国者数

表1. 武漢市からのチャーター便（第 3 便）帰国者における年齢群ごとの新型コロナウイルス感染症の
　　 検査結果と転帰 n=150（2020年 2 月27日現在）

陽性者における 2 週間後までの健康状況
年齢 チャーター便

帰国者数*
陽性

10歳未満
10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
計

    1 (1)

0 

28  

   41 (1)

48  

   25 (1)

7 

0 

150 (3)

-

-

-

1

-

-

1

-

2

無症状
-

-

-

-

-

-

-

-

-

軽症
-

-

-

-

1

-

-

-

1

肺炎
-

-

-

1

1

-

1

-

3
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は, 2 回目の検査実施が現時点では保留されている。
帰国後 2 週間以内にPCR 検査陽性が確認され
た 3 人の経過は, 以下の通りである。 1 人は帰国時に
発熱, 咳嗽の症状, 肺炎を認め入院し, PCR 検査結果
が陽性と判明した （患者11）。 1 人は帰国時に無症状
であったが PCR 検査結果が陽性のため入院し, その
後も発症せず無症状で経過した （患者12）。帰国時は
症状がなく, PCR 検査結果も陰性であった 1 人はそ
の後も症状なく経過したが, 帰国後 2 週間の PCR 検
査で陽性が判明し, 入院となった （患者13）。以上, 入
院した全 3 人については, 厚生労働省が示した退院基
準 （https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/ 

000592995.pdf） に従って, 入院後の PCR 検査が実施
されているところである。
陽性が確認された 3 人の年齢は 30 代が 1 人, 40 代

が 1 人と60 代が 1 人であった （男性 2 人, 女性 1 人）。
帰国者150人中143人は男性であった （年齢分布は前
ページ表 1 ）。
第 3 便の帰国者についてまとめると, 帰国後 2 週間
までに陽性が確認された 3 人のうち, 2 人は無症状病
原体保有者で, 1 人は肺炎を認めた。帰国後 2 週間ま
でに, 2 回以上の PCR 検査を実施した帰国者は147人
であり, うち陽性者は 3 人 （2.0％） であった。
これまで出された還元情報と併せて, 第 1 ～ 3 便ま
での帰国者についてまとめると, チャーター便により
566人が帰国し, それぞれ帰国後 2 週間以内に 2 回以
上の PCR 検査が実施されたのは552人 （98％） （帰国
後 2 週間以上たった後に発症した患者10を含まない :  

第二報参照） であった。このうち陽性が確認されたの
は12人 （2.2％） であり, うち 4 人は無症状病原体保有
者であり, 6 人に肺炎を認めた。 2 人は発熱や咳嗽等
の軽度な症状を発症していた （年齢分布は表 2 ）。
第 1 ～ 3 便までのチャーター便帰国者566人につい

ては, 20 代～50 代が 525人と全体の93％を占めてい
た。PCR 検査陽性患者は, 発症患者と同居し, 帰国後  

2 週間以降に発症した10歳未満の PCR 陽性患者 （詳細

は第二報参照） を除いて, 30代以上であった。無症状
病原体保有者は PCR 陽性患者の33％を占めており,  

肺炎を呈した患者は50％だった。なお, 現時点で
チャーター便帰国者の中に死亡者は認めていない。
症状の有無を問わず帰国時に全員に検査が実施さ
れ, また 2 週間経過をフォローした （受診行動や医師
の判断等の影響を受けない） これらの結果は, 新型コ
ロナウイルス感染の臨床像を理解する上にも重要な情
報である。
参考文献
厚生労働省健康局結核感染症課　健感発0206第 1 号 

令和 2 年 2 月 6 日
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/ 

000592995.pdf

国立感染症研究所

＜速報＞
中国武漢市からのチャーター便帰国者について : 新
型コロナウイルスの検査結果と転帰 （第四報 : 第 4, 5

便について） および第 1 ～ 5 便帰国者のまとめ （2020

年 3 月25日現在） 

本稿では, 中国武漢市からのチャーター便 〔第 1 ～
3 便 （患者 1 ～13）〕 帰国者についての続報として, 第
4, 5 便の帰国者および第 1 ～ 5 便のまとめについて
情報還元する。
第 4 便
2020年 2 月 7 日に, 武漢市からチャーター便 （第 4  

便） を利用して198人が帰国した （第 4 便帰国者）。こ
のうち 4 人が, 検疫時に咳, 発熱等の症状を認め, 医
療機関へ搬送された。この 4 人においては, 入院の
上, 2 月 7 日に新型コロナウイルスの PCR 検査用の検
体が採取され, すべて陰性と判明した。
医療機関へ搬送された 4 人を除く194人は 2 月 7 日

に国立国際医療研究センター （NCGM） で問診と検査
を受けた。194人のうち 8 人は症状を認めたことから

表 2. 武漢市からのチャーター便（第1～3便）帰国者における年齢群ごとの新型コロナウイルス感染症の
　　 検査結果と転帰 n=566（2020年 2 月27日現在）

陽性者における 2 週間後までの健康状況
年齢 チャーター便

帰国者数*

2 回以上のPCR
実施者に占める
陽性割合（％）

陽性

10歳未満
10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
計

   9 (3)

4   

92 (2)

141 (3)  

171 (3)  

121 (2)  

27 (1)

1   

566 (14)

-

-

2

1

1

-

4

無症状
(1**)

-

-

-

1

1

-

-

     2***

軽症

-

-

-

3

3

-

-

6

肺炎
(1**)

-

-

2

4

5

1

-

    12***

   0

-

-

1.4

2.4

4.2

3.8

-

      2.2***
   *（　）内は 2 回目の検査が実施されていない帰国者数
  ** 帰国後発症した患者と同居し，帰国 2 週間以降に発症した患者
 *** 帰国 2 週間以降に発症した患者を除いた数
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入院となった。 1 人は肺炎を認め, PCR 検査結果で陽
性が判明した （患者14）。無症状の186人において
は, PCR 検査結果がすべて陰性と判明し, 宿泊施設に
入った。検疫時, あるいは NCGM の問診で症状を認
めたが陰性であった計11人においては, 他疾患で 2 人
は入院継続となったが, その他 9 人は症状軽快後に経
過観察のため宿泊施設に入った。198人の帰国者のう
ち帰国時点の陽性者は 1 人 （0.5％） であった。
宿泊施設に滞在していた第 4 便帰国者195人 （帰国
当時, あるいは NCGM の問診の際に症状を認め症状
軽快後に宿泊施設に入った 9 人, 無症状で宿泊施設に
入った186人） について症状出現は認めず, 帰国後  

2 週間の 2 月21日に 2 回目のPCR 検査のための検体採
取が行われた。PCR 検査の結果, 195人の全員が陰性
であった。他疾患で入院中の 2 人においても PCR 検
査が行われ, 陰性であった。
第 4 便の帰国者についてまとめると, 帰国後 2 週間
までに, 2 回以上の PCR 検査を実施した帰国者は198

人全員であり, うち陽性者は 1 人 （0.5％） であった。
当患者は, 20代の男性であった 〔帰国者198人中93人
は男性であった （年齢分布は表 1 ）〕。当患者は, 検疫
実施時には症状を認めなかったが, NCGM の問診時
に発熱を認め, PCR 検査を行ったところ, 陽性と判明

し入院となった。また, 肺炎も判明した。入院した当患
者については, 厚生労働省が示した退院基準 （https: 

//www.mhlw.go.jp/content/10906000/000592995.

pdf） に従って, 入院後の PCR 検査が実施されている
ところである （ 3 月25日現在）。
第 5 便
2020年 2 月17日に, 武漢市からチャーター便 （第

5 便） を利用して65人が帰国した （第 5 便帰国者）。こ
のうち 2 人が, 検疫時に咳や咽頭痛等の症状を認め,  

医療機関へ搬送された。この 2 人においては, 入院の
上, 2 月17日に新型コロナウイルスの PCR 検査用の検
体が採取され, 1 人が陽性であった （患者15）。
医療機関へ搬送された 2 人を除く63人は 2 月17日に
国立国際医療研究センター （NCGM） で問診と検査を
受けた。63人のうち 5 人は症状を認めたことから入院
となった。この 5 人においては, 入院の上, 2 月17日
に新型コロナウイルスの PCR 検査用の検体が採取さ
れ, すべて陰性と判明した。無症状の58人において
も, PCR 検査結果がすべて陰性と判明し, 宿泊施設に
入った。検疫時, あるいは NCGM の問診で症状を認
めたが陰性であった計 6 人においては, 他疾患で 1 人
は入院継続となったが, その他 5 人は症状軽快後に経
過観察のため宿泊施設に入った。65人の帰国者のうち

表 1. 武漢市からのチャーター便（第 4 便）帰国者における年齢群ごとの新型コロナウイルス感染症の
　　  検査結果と転帰 n=198（2020年 3 月25日現在）

陽性者における 2 週間後までの健康状況
年齢 チャーター便

帰国者数 陽性

10歳未満
10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
計

  57

    2

  20

  54

  30

  26

    6

    3

198

-

-

-

-

-

-

-

-

-

無症状
-

-

-

-

-

-

-

-

-

軽症
-

-

1

-

-

-

-

-

1

肺炎
-

-

1

-

-

-

-

-

1

表 2. 武漢市からのチャーター便（第 5 便）帰国者における年齢群ごとの新型コロナウイルス感染症の
　　 検査結果と転帰 n=65（2020年 3 月25日現在）

陽性者における 2 週間後までの健康状況
年齢 チャーター便

帰国者数†

†帰国者65人のうち、年齢が把握できているのは62人

陽性

10歳未満
10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
計

12

  1

  8

17

  5

14

  3

  2

65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

無症状
-

-

-

-

-

1

-

-

1

軽症
-

-

-

-

-

-

-

-

-

肺炎
-

-

-

-

-

1

-

-

1
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帰国時点の陽性者は 1 人 （1.5％） であった。
宿泊施設に滞在していた第 5 便帰国者63人 （帰国当
時あるいは NCGM の問診の際に症状を認め症状軽快
後に宿泊施設に入った 5 人, 無症状で宿泊施設に入っ
た58人） について症状出現は認めず, 帰国後 2 週間
の 3 月 2 日に 2 回目の PCR 検査のための検体採取が
行われた。PCR 検査の結果, 63人の全員が陰性であっ
た。他疾患で入院中の 1 人においても PCR 検査が行
われ, 陰性であった。
第 5 便の帰国者についてまとめると, 帰国後 2 週間
までに, 2 回以上の PCR 検査を実施した帰国者は65人
全員であり, うち陽性者は 1 人 （1.5％） であった。当
患者は, 50 代の男性であった〔帰国者65人中, 年齢性
別が把握できているのは62人であり, そのうち35人は
男性であった （年齢分布は前ページ表 2 ）〕。当患者
は, 検疫時に症状を認め, PCR 検査を行ったとこ
ろ, 陽性と判明し入院となった。数日後, 発熱と軽い
呼吸器症状を認めた。入院した当患者については, 厚
生労働省が示した退院基準 （https://www.mhlw.go. 

jp/content/10906000/000592995.pdf） に従って, 入院
後の PCR 検査が実施されているところである （ 3 月
25日現在）。
これまで出された還元情報と併せて, 第 1 ～ 5 便ま
での帰国者についてまとめると, チャーター便により
829人が帰国し, それぞれ帰国後 2 週間以内に 2 回以
上の PCR 検査が実施されたのは815人 （98％） （帰国
後 2 週間以上たったのちに発症した患者10を含まな
い : 第二報参照） であった。このうち帰国後 2 週間以
内に陽性が確認されたのは14人 （1.7％） であり, うち  

4 人は無症状病原体保有者であり, 7 人に肺炎を認め
た。 3 人は発熱や咳嗽等の軽度な症状を発症していた  

（年齢分布は表 3 ）。
第 1 ～ 5 便までのチャーター便帰国者について
は, 50 代～60 代の陽性割合が比較的高く, 小児におい
ては低かった （表 3 ）。無症状病原体保有者は PCR 陽

性患者の29％を占めており, 肺炎を呈した患者は50％
だった。なお, 現時点でチャーター便帰国者の中に死
亡者は認めていない。
症状の有無を問わず帰国時に全員に検査が実施さ
れ, また 2 週間経過をフォローした （受診行動や医師
の判断等の影響を受けない） これらの結果は, 新型コ
ロナウイルス感染の臨床像を理解する上にも重要な情
報である。
参考文献
厚生労働省健康局結核感染症課　健感発0206第 1 号 

令和 2 年 2 月 6 日
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/ 

000592995.pdf

国立感染症研究所

＜速報＞
札幌市内中核病院における医療従事者新型コロナウ
イルス感染症例の感染状況

2019 年12月に中国で初めて確認された新型コロナ
ウイルス感染症 （COVID-19） は1）, 国内では 1 月14日
に, 札幌市では 2 月14日に初めて患者が確認された2）。
札幌市内では, その後散発的に患者発生が続き, 3 月  

1 日時点で16人の患者が確認されていた3, 4）。同月, 札
幌市内の中核病院の外来を受診した COVID-19 患
者 （以後, 患者） から医療従事者への感染例が報告さ
れた。患者は 3 月 3 日倦怠感で内科外来を受診した60

代男性で, 発熱や咳嗽は認められなかった。倦怠感が
強かったため, 内科外来ベッドで横になりながら, 看
護師と医師による問診, 診察, 咽頭インフルエンザ迅
速検査, 採血, 点滴, CT 検査を受けた。途中, 検査結
果や画像所見から, COVID-19 を含む呼吸器感染症が
疑われた。患者は外来の感染症患者用ベッドに移さ
れ, そこで改めて COVID-19 検査のための咽頭ぬぐい
液が採取された。札幌市衛生研究所で実施されたRT-

表 3. 武漢市からのチャーター便（第1～5便）帰国者における年齢群ごとの新型コロナウイルス感染症の
　　 検査結果と転帰 n=829†（2020年 3 月25日現在）

陽性者における 2 週間後までの健康状況
年齢 チャーター便

帰国者数*

2 回以上のPCR
実施者に占める
陽性割合（％）

陽性

10歳未満
10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
計

78 (3)

7   

119 (2)  

213 (3)  

206 (3)  

161 (2)  

36 (1)

6   

826 (14)

-

-

-

2

-

1

1

-

4

無症状
(1**)

-

-

-

1

2

-

-

      3***

-

-

1

-

3

3

-

-

7

軽症 肺炎
(1**)

-

1

2

4

6

1

-

    14***

-

-

0.9

1.0

2.0

3.8

2.9

-

     1.7***

†帰国者829人のうち、年齢が把握できているのは826人
   *（　）内は帰国後 2 週間以内に 2 回目の検査が実施されていない帰国者数
  ** 帰国後発症した患者と同居し，帰国 2 週間以降に発症した患者
 *** 帰国 2 週間以降に発症した患者を除いた数
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PCR で新型コロナウイルス （SARS-CoV-2） の検出が
確認された。一連の外来処置で, 同院の医師 1 人, 看
護師 6 人, 受付 1 人の計 8 人の医療従事者が同患者と
接触していた。うち看護師Aは 3 月 7 日に発症し, 採
取された咽頭ぬぐい液から SARS-CoV-2 が検出され
た。残り 7 人は 3 月11日時点で検査陰性であり, 以降
の観察期間中に疑わしい症状を認めることはなかっ
た。COVID-19 患者と接触した職員の感染リスクを評
価するため, 接触した医療従事者の曝露, および接触
した医療従事者の個人防護具使用の状況を確認するこ
ととした。
方法は, 患者の診療録の確認, 現場の視察, および
対応した医療従事者に対する 3 月11日と12日に対面ま
たは電話によるインタビューを行った。
接触した 8 人について, 患者との接触と個人防護具

使用状況を表に示す。看護師 A は, 自身の眼鏡および
サージカルマスクを着用していたが, 患者が胸部 CT

で COVID-19 が疑われるまでは手袋を着用しておら
ず, 眼の防護具は着用していなかった。患者と接した
時間は合計で 60 分程度, うち会話は 30分程度であっ
た。なお, 患者は時々マスクを外して会話をしていた。
外来受付担当者は 1 ～ 2 分しか接しておらず, また,  

検体を採取した感染管理認定看護師 Bは推奨される個
人防護具を着用していた。この 2 名はいずれも, 感染
は確認されなかった。看護師 B を除くPCR 検査陰性
者 6 人 （看護師 4 人, 受付 1 人, 医師1 人） の中では,  

手袋は 1 人 （点滴時）, サージカルマスクは 4 人 （ 1 人
は処置時に着用） が着用しており, 眼の防護具を着用
した人はいなかった。この中にはサージカルマスクと
手袋のみでインフルエンザ迅速検査用の鼻咽頭検体を
採取した看護師も含まれていた。接触時間は中央値  

7.5分 （範囲 2 ～21分） であった。また, 内科外来の診
察室では, 手洗い設備が机で遮断されており, 手洗い
が実施しづらい環境にあった。

同院外来を受診した, 発熱や呼吸器症状のない
COVID-19 患者の診療に当たった職員 8 名のうち, 看
護師 1 名が感染した。非典型的な症状で受診する患者
もおり, 流行地域では外来患者の診察時にサージカル
マスク着用と手指衛生の順守が重要である。また, 長
時間患者と接していた看護師の感染が確認され, 短時
間の会話のみで感染している人はいなかった5）。医療
従事者が患者と長時間接する場合, 無意識にマスクの
外側を触るなどで手が汚染される可能性がある。長時
間接するうちに, 手指衛生が十分でない状態で顔を触
るなど, 曝露の可能性があったことは否定できないと
考えられた。適切な個人防護具を着用して咽頭ぬぐい
液を採取した看護師, そして眼の防護具は着けずに
サージカルマスクと手袋でインフルエンザ迅速診断用
後鼻腔ぬぐい液を採取した看護師も感染は確認されな
かった。後鼻腔や咽頭のぬぐい液を採取する場合の適
切な個人防護具については, さらなる検討が必要であ
る。COVID-19 の主な感染経路は飛沫伝播と考えられ
ているが 5）, 48 時間程度環境表面で感染性を持つウイ
ルスが検出されることが報告されており6）, 環境を介
した接触伝播の可能性もある。現在国内では, 発熱患
者への対応時にはサージカルマスクと手指衛生が推奨
されているが 7, 8）, COVID-19 流行地域では, 症状の有
無にかかわらずサージカルマスクの着用を考慮するこ
と, 長時間疑い患者と接する場合は特に手指衛生に注
意を払う必要があると考えられた。

COVID-19 の流行が各地で起こっている中, 医療関連
感染の防止は国内外の医療現場における喫緊の課題で
ある。現在の推奨に従いつつ, 感染した医療従事者が確
認された場合は, 患者との接触状況と医療従事者の個
人防護具の使用, 手指衛生状況を確認し, 適切な個人防
護具の使用と再使用の検討を続けていく必要がある。
参考文献
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表. 外来受診した新型コロナウイルス感染症患者と接触した医療従事者の接触状況

受付

看護師A

看護師B

看護師C

看護師E

看護師F

看護師D

医師

接触状況

会話

問診、バイタルチェック、
車いす補助、患者が捨てた

ティッシュやペットボトルの片づけ

咳やくしゃみ
を受けた記憶

水と石鹸
での手洗い

擦式アルコール
性消毒薬

なし

なし

新型コロナウイルス検査用
咽頭ぬぐい液採取、検体取り扱い

会話、ベッドに案内

診察室移動時の案内、インフル
エンザ迅速検査、採血、点滴

診察補助

ベッドに寝かせて毛布をかける

診察

なし

なし

なし

なし

なし

なし

1-2分

60分

12分

5分

21分

20分

6分

9分

1-2分

30分

8分

1-2分

5分

10分

1-2分

9分

4-5回/日

4-5回/日、
処置後

7-8回/日

2-3回/日

1処置ごと

6-7回/日

4-5回/日

3-5回/日

2-3回/日、
手洗い後

処置前

使用せず

手洗い後

手洗い後

手洗い後＋
気になったとき
（15-16回/日）

20回以上/日
（採血補助時）

2回/日

なし

CTで疑われた
後から有り

有り

なし

なし、インフ
ルエンザ迅速
検査、採血、
点滴時は有り

なし

なし

なし

なし

あり
サージカル

N95 

サージカル

なし、検査、
採血時は
サージカル

サージカル

サージカル

サージカル

なし

なし
（眼鏡）

有り

なし

なし

なし

なし

なし

－

＋

－

－

－

－

－

手袋 マスク 眼の防護具 SARS-
CoV-2

－

接触
時間

会話
時間

※来院時、患者に咳、鼻汁の症状はなかった
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＜速報＞
COVID-19 感染症検査陰性検体の病原体検索－

福岡県

2020 年に中国武漢市を中心に広がった新型コロナ
ウイルス感染症 （COVID-19） は, わが国で 1 月16日

より疑似症サーベイランスの枠組みで探知されること
となり, 同年 1 月28日に指定感染症に指定された。こ
れを受け, 当所でも検査を実施している。検体の多く
は, 発熱等の症状を示した患者からの検体が多いにも
かかわらず, 3 月 4 日までに搬入された81名 （119検
体） の検査結果はすべて陰性であった。本報告で
は, これら陰性検体について原因を調べるため, 以前
当所で開発した呼吸器マルチプレックス PCR 検査に
より, 病原体の検索を行ったので報告する。
検体および検出方法
2020年 1 月31日～ 3 月 4 日までに福岡県 （北九州市
および福岡市を除く） の保健所から当所へ搬入された
119検体を対象とした。検体の種別は, 咽頭ぬぐい液
が 42件 （35％）, 喀痰が 38件 （32％）, 鼻咽頭ぬぐい液
33件 （28％）, 鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液混合が
3 件 （ 3 ％）, その他 3 件 （ 3 ％） であった。
呼吸器マルチプレックス PCR 法は, 以前に当所が

開発した16種類の呼吸器系ウイルスを網羅的に検出す
る方法である。同法は 2003 年に SARS コロナウイルス
による重症呼吸器感染症が大流行したことから健康危
機管理対策として開発した1）。今回, 10本 （ 5 セット）  
のプライマーを用い, インフルエンザウイルス （A, B）,  
RSウイルス, ヒトメタニューモウイルス （hMPV） お
よびライノウイルス （HRV） の検出を行った。
結果および考察
検査検体数および患者数の日別推移を次ページ図 1  

に示した。本県では, 国が示した通知に基づき2020年  

2 月 1 日に帰国者・接触者相談センターを設置し, 当
初は発熱かつ呼吸器症状を有し, 武漢市を含む湖北省
への渡航歴がある者等を主に対象とし検査を実施し
た。さらに, 2 月 7 日以降は自治体の判断で柔軟に検
査を行うようになった。2 月17日には医師が総合的に
判断し COVID-19 感染を疑う場合も含まれるよう拡
大したこともあり, 検査検体数は 2 月17日以降増加傾
向であった。搬入された患者の臨床症状を次ページ
図 2 （a） に, 年代別割合を次ページ図 2 （b） に示し
た。症状では, 咳 （86％）, 発熱 （85％）, 肺炎および所
見あり （58％） が多かった。年代は10歳未満から90代
まで幅広い年齢層であった （中央値 : 48歳）。呼吸器マ
ルチプレックス PCR の結果, 81名中14名 （17％） から
呼吸器系のウイルス遺伝子が検出された。検出された
ウイルスの内訳は hMPV が10名 （12％）, HRV が 3 名  

（ 4 ％）, インフルエンザウイルス B 型が 1 名 （ 1 ％）  
であった。ウイルスが検出された患者の臨床症状を次
ページ表に示す。発熱は14名中13名 （93％） とほとん
どの患者でみられ, 肺炎および所見ありが14名中10

名 （71％） であった。
今回の結果から, COVID -19と並行して hMPVや

HRV が流行していた可能性がある。特に陰性検体の
12％で hMPV が検出されたことから, COVID-19 感
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染疑い例での hMPV 鑑別は有効と考えられる。 hMPV 

は主に小児の呼吸器感染症として知られているが, 本
年 1 月に徳島県の老健施設で hMPV の集団感染が発
生して死亡者も出ていることから, 高齢者においても
注意すべきウイルスである。今回, 呼吸器ウイルスが
検出された患者は比較的年齢が高く, 肺炎および所見
ありや基礎疾患を有する者の割合が高かった。これら
の結果から, COVID-19 だけでなく hMPV や HRV 等
の呼吸器ウイルスについても, 高齢者や基礎疾患を有
する者への流行および重症化予防対策が必要と考えら

れる。
謝辞 : 検体採取等調査にご協力いただきました医療
機関, 保健所および行政機関の関係者に深謝致します。
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図 1. 検査検体数および患者数の日別推移

図 2. 患者の臨床症状および年代別割合

(a) 臨床症状別割合(％)

基礎疾患

有

38 14 48

入院 41 31 28

倦怠感 35 11 54

肺炎および所見あり 58 17 25

咳 86 7 6

発熱 85 10 5

(b) 年代別割合(％)

なし 不明

70-80代
22％

90歳以上
5％

10歳未満
2％

10-20代
19％

30-40代
32％

50-60代
20％

表. 呼吸器マルチプレックスPCR検出ウイルスおよび患者情報

検体No.

1 10-20代 有

30-40代

50-60代

70-80代

90歳以上

2 不明

3 有

有4

5 有

6

7

有

有

8

9

有

有

10

11

12

13

14

有

有

有

有

有

年齢 検体の種類
呼吸器マルチプレックス

PCR検出結果発熱

有

不明

有

有

有

不明

不明

有

有

有

有

有

有

不明

咳 倦怠感

症状

なし

不明

有

有

有

有

不明

有

有

有

有

なし

有

有

肺炎および

所見あり

有

不明

有

不明

不明

不明

不明

有

不明

有

不明

不明

不明

入院

なし

不明

有

なし

なし

有

不明

有

有

有

なし

なし

有

不明

基礎疾患

不明
鼻咽頭ぬぐい液

喀痰

鼻咽頭ぬぐい液

喀痰

鼻咽頭ぬぐい液

喀痰

鼻咽頭ぬぐい液

喀痰

咽頭ぬぐい液

喀痰

不明 咽頭ぬぐい液

咽頭ぬぐい液

咽頭ぬぐい液

咽頭ぬぐい液

喀痰

喀痰

喀痰

鼻咽頭ぬぐい液

鼻咽頭ぬぐい液

鼻咽頭ぬぐい液

インフルエンザウイルスB型

陰性

陰性

ヒトメタニューモウイルス

ヒトメタニューモウイルス

ヒトメタニューモウイルス

咽頭ぬぐい液

喀痰

ヒトメタニューモウイルス

ヒトメタニューモウイルス

ヒトメタニューモウイルス

陰性

ヒトメタニューモウイルス

ヒトメタニューモウイルス

ヒトメタニューモウイルス

ヒトメタニューモウイルス

ライノウイルスA

ヒトメタニューモウイルス

ヒトメタニューモウイルス

陰性

ライノウイルスA

ヒトメタニューモウイルス

ヒトメタニューモウイルス

ライノウイルスA

なし

なし

不明

不明

透析

気管支拡張症、HTLV-1関連脊髄炎

（HAM）

糖尿病、腎疾患、心疾患

（心房細動）、リウマチ

橋本病、狭心症、高血圧

不明

高コレステロール血症、脳梗塞後遺症

腎疾患、心不全、喉頭がん

慢性心不全、糖尿病
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＜国内情報＞
医療関連感染を疑ったNDM-5メタロ-β-ラクタ

マーゼ産生大腸菌を保菌していた 2 症例－富山県

2019 年 4 月と 8 月に, 入院期間や病棟など接点がな
い入院患者から, それぞれNDM-5メタロ-β-ラクタ
マーゼ （MBL） 産生大腸菌が分離された。当初, 医療
関連感染を疑い, 病原体の細菌学的な関連性を調査し
たので報告する。

4 月の患者は, バングラデシュに長期出張歴があり,  

多発性脳梗塞治療のため入院中の 50 代の男性であっ
た （症例 A）。海外渡航歴があることから, 喀痰, 尿,  

便および血液の細菌検査を実施したところ, 喀痰, 尿
および便から, カルバペネム耐性大腸菌が検出され
た。そこで, 分離された大腸菌の薬剤耐性に関する細
菌学的な検査をしたところ, 尿および喀痰由来のカル
バペネム耐性大腸菌は, NDM 型 MBL 産生大腸菌で
あり, 便由来大腸菌は, OXA-48 型カルバペネマーゼ
産生大腸菌であった。塩基配列解析の結果から, それ
ぞれ NDM-5 1） および OXA-181 2） であることが判明
した。その他のβ-ラクタマーゼ遺伝子の保有状況
を PCR で調べたところ, TEM 型, CTX-M-1 型およ
び CIT 型遺伝子が検出され, その保有状況は表に示し
た。ERIC-PCR によるタイピング解析の結果, 尿およ
び喀痰由来の大腸菌は類似したパターンを示し, 同一
由来であることが示唆されたが, 便由来の大腸菌とは
異なっていた。
一方, 8 月の患者は, 海外渡航歴のない70 代の男性
で, 20年前に脊髄損傷により自宅療養しながら, 神経
因性膀胱のため通院中であった （症例B）。8 月に腸閉
塞のため入院となり, 尿検査の結果, カルバペネム耐
性大腸菌が検出された。そこで, カルバペネマーゼ遺
伝子の PCR と塩基配列解析を実施したところ,  

NDM-5 MBL 産生大腸菌であることが判明した。症
例 Aの患者との接点はなかったため医療関連感染の可
能性を疑い, 喀痰および便検査ならびに患者周辺の環
境調査を実施した。その結果, 喀痰および便からは  

NDM-5 MBL 産生大腸菌が検出されたが, 周辺環境か
ら大腸菌は検出されなかった。症例 B の患者尿, 喀痰
および便から分離された大腸菌の ERIC-PCR の結果
は同一であった。NDM-5 MBL 遺伝子以外のβ-ラク
タマーゼ遺伝子の検索も行い, TEM型, CTX-M- 

 9 型, CIT 型遺伝子が検出されたが, 分離株により異
なっていた （表）。また, ERIC-PCR の結果から, 症例
Aで分離された NDM-5 MBL 産生大腸菌と同一では
なく, この 2 つの大腸菌の関連はないものと思われ
た。後に実施した Multilocus sequence typing 3） の結
果で, 2 つの菌株のSTは異なっており, ERIC-PCR の
結果を支持するものであった。

NDM-5 MBL 産生大腸菌については, 2016 年の国

内感染例の報告以来, 国内における潜在的な拡散の可
能性が指摘されていた 4）。症例 A の患者は海外渡航歴
があるため海外からの持込み症例と推定される。症例
B の患者は明らかに国内感染例である。東南および中
東アジアとの経済活動は活発であり, 人的な交流も盛
んなことから, 今回の 2 つの症例は, 薬剤耐性菌の持
ち込みの常態化とこれらの株が潜在的に国内で拡散し
ている可能性を示唆するものと思われた。
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＜国内情報＞
新型コロナウイルス感染症情報の効率的な把握・提
供・共有のための北海道における取り組み

2020 年 4 月12日12 時時点で, 国内の新型コロナウ
イルス感染者は 5 日の3,271例から 1 週間でほぼ倍増  

（または前日から743 例増加） し, 6,748 例となってい
る。陽性者の把握までには, 有症状者あるいは濃厚接
触者からの検体採取, 検査機関への検体搬送, PCR 検
査とその結果の確認, と多くの人が関与し, また陽性
確定後には, 医療機関あるいは宿泊施設の手配と搬
送, 濃厚接触者の同定と健康調査が行われる。多くの
都道府県で, 夜間, 休日も返上した対応が行われてい
るが, 日常業務に加え, 各所で発生する情報を正確に
把握し, 更新すること, あるいは日々公表が求められ
る数字を算出すること, 近隣自治体間で情報を共有す
ることなど, 一連の作業は相当な負荷を伴う。患者数
の急増は, 行政機関における各種業務の逼迫も招いて

表. 分離された薬剤耐性菌とβ-ラクタマーゼの保有状況 

 * Multilocus sequence typing

** 塩基配列決定、あるいはPCRによる遺伝子の検出により決定  

症例

A

B

分離材料
尿
喀痰
便
尿

喀痰
便

検出されたβ-ラクタマーゼ** 

NDM-5, TEM, CIT

NDM-5, TEM, CIT 

OXA-181, TEM, CTX-M-1, CIT

NDM-5, TEM, CTX-M-9, CIT

NDM-5, CIT 

NDM-5, TEM, CIT 

NDM-5, TEM, CIT 

菌種
大腸菌
大腸菌
大腸菌
大腸菌
大腸菌
大腸菌
大腸菌

MLST*

ST405

ST405

ST205

ST410

ST410

ST410
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いることから, 効率的かつ正確に情報を把握・提供し
つつ, 可能な限り業務を省力化する方策が望まれる。
北海道庁では, 道内の各保健所から報告される検体
検査結果, 患者情報, さらには濃厚接触者情報を日々
更新し, 必要な集計表や図を作成している。加えて,  

医療体制や検査体制の検討の実施, さらには, 札幌市
をはじめとする保健所設置 4 市からの情報も統合して
厚労省に報告する責を負っている。そのため, 迅速な
情報共有の観点から, 自治体間で同じ方式で情報を入
力することは有用であると考えられた。また, データ
整理のためには, 作成する一覧情報から必要な集計表
を迅速に作成するために, 入力値を制御し, 患者や検
体の管理上, 時に必要とされる （例えば, 急激な悪
化, 要電話連絡などの） 個別の事情に基づく情報に関
しては集計値に影響を与えない備考欄に入力するなど
の工夫が必要である。そこで, 北海道大学公衆衛生学
教室と北海道庁の協力により, 日常的に行政機関で用
いられている Microsoft® エクセルファイル形式で情
報入力フォーマットを規定し, さらにそこから必要な
表を作成する集計用 GUI アプリを Windows 環境下で
動作可能な形で開発したので紹介する。
本ツールは, 患者情報と検査情報を入力するエクセ
ルファイル, そしてそれらを用いて必要な表を作成す
るプログラム （集計用 GUI アプリ） から成っている。
エクセルファイル上, 作表に用いる項目を中心に, プ
ルタブ機能を用いて入力値を制御した。このことか
ら, 例えば, 「男」 「男性」 など同じ内容が異なる言葉
で入力されることを避けた。一方で, 各自治体に応じ
た入力値 （保健所名など） については, 別シートに用
意したプルタブシートに情報を追加することでカスタ
マイズ可能としている。項目は北海道庁で必要とされ
てきたものをベースに開発しており, 各自治体で不要
な場合には, 列幅を 0 とすることも可能である （ただ
し, 集計用 GUI アプリの参照値の都合上, 列自体を削
除することは避ける必要がある）。シート内で設定し
ている項目名と重ならなければ, 自治体独自の項目を
追加することも可能である （ただし, 加えただけでは
自動集計表に反映させることはできない）。日々, 患
者情報, 検査情報の更新が終了する時点などのタイミ
ングでプログラム集計用 GUI アプリを実行すると, 簡
単に医療機関別入院状況, 日々の PCR 検査陽性率など
の表が作成される。
このツールを使用することにより, 対策本部で担当
者が交代しても引き継ぎの手間をかけることなく, 仕
事を継続することが可能であり, 異なる自治体間でも
情報の共有ができる。特に患者数が少ないうちに, 情
報を管理する体制を構築することが可能になると, 今
後患者数が増加した場合にも手間が増大することな
く, 日々必要な情報をまとめ, 作表できると期待さ
れ, 本ツールが貢献できると考える。なお, 現在のプ

ログラムに搭載している機能は最小限のものとなって
おり, 今後, 集計表の追加等も検討している。

北海道大学大学院医学研究院　　　　　　　
社会医学分野公衆衛生学　　　　　　　　　
玉腰暁子　朝倉利晃　木村尚史　平田　匠
北海道保健福祉部地域医療推進局　　　　　
地域医療課 （兼） 医務薬務課 　　　　　　　
人見嘉哲　　　　　　　　　　　　　　　
吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科　　
中瀬克己　　　　　　　　　　　　　　　

＜国内情報＞
情報入力用ファイルと集計用 GUI アプリを用いた

日常業務内における新型コロナウイルス感染症情報の
把握例の紹介

北海道庁は北海道大学大学院医学研究院公衆衛生学
教室と連携して, 日常的に行政機関で用いられている
Microsoft® エクセルファイル形式で情報入力フォー
マットを規定, さらにそこから必要な表を作成する集
計用 GUI アプリを開発し, 現在, 運用を行っている。
このツールを用いることで, 自治体や保健所などで収
集した新型コロナウイルス感染症情報に基づく “自動
的かつ効率的な日々の業務に必要な数字” 把握が可能
となった （本号22ページ参照）。本稿においては, その
ツールを用いた分析結果について紹介する。

1） 北海道において収集された令和 2 （2020） 年 3 月
31日までのデータから集計用 GUI アプリを用いること
によって自動的に算出された陽性者数, 陰性者数, 死
亡者数を用い, それぞれの累計と, 差分で示される現
在患者数の推移を示す図を作成した （次ページ図 1 ）。
これにより, 北海道独自の緊急事態宣言発出までの患
者数の推移とその後の状況を容易に把握することがで
きた。

2） 患者情報と PCR 検査情報を Microsoft® エクセ
ルファイルに入力する際, データ形式等を制御し正規
化することで各患者の入院期間や PCR 検査による診
断までに要した期間などをエクセル内の関数を用いて
容易に算出することができる。この入力データを用い
北海道内での必要病床数推定の際に参考となる入院期
間や PCR 検査による診断までに要した期間などを算
出した （次ページ表）。
患者入院期間の中央値は11日であった。このうち,  

回復までに要した期間 （入院日－陰性確認検査開始
日） は6.5日, 陰性確認検査開始までに必要な期間は
約 4 日であった。また, 発症から PCR 検査の陽性確
定までに要した日数の中央値は 7 日であった。北海道
では検体の移送や検査実施に約 2 日を要していたの
で, 診断された患者は発熱後約 5 日程度で検査を受け
ており, PCR 陽性判明後 1 日程度で入院先が確保で
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きていた。陰性確認までに必要な期間の入院先を地域
で確保できると, 積極的な治療を担当する感染症指定
医療機関などの負担軽減につながる。また, 発症から
PCR 検査までの期間を確認することで, PCR 検査が
厚生労働省が示した目安 1） に従って適正に実施され
ていたかどうか判断することができた。
今回のツールは, 集計用 GUI アプリによる自動集

計機能が有用であるのみならず, エクセルファイルを
用いて, 患者ならびに検査情報の管理を容易にしたこ
とが特徴である 〔入力画面の一部参照 （図 2 ）〕。上述
したような検査数の推移や陽性率, 入院期間の動向を
確認できるのはもちろん, 各担当部署から発生する患
者情報, 検査情報の一元管理と共有化にも役立つもの
と考えている。
患者数が増え続ける中でこのような情報を正確かつ
容易に確認できる体制を構築することは業務の適正遂
行だけでなく省力化の面からも重要であり, 本ツール
が貢献できると考える2）。

参考文献
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図 1. 累積陽性者、陰性者、死亡者数および現在患者数の推移
　　（北海道、2020.3.31まで） 
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図 2. 入力用画面の一部（上：患者一覧データ、下：検査データ）

表. SARS-CoV-2患者が発症から退院までに要した日数
　 （北海道、2020.1.26 - 3.31、n=177） 

N

149
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71
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発症日－陽性日

発症日－入院日

発症日
　－陰性確認検査開始日

発症日－退院日

入院日
　－陰性確認検査開始日

入院日－退院日
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Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) is an important diarrheagenic E. coli that produces Verotoxin/Shiga toxin (VT/Stx) 
and/or possesses VT-encoding genes. The main signs/symptoms of EHEC infections are abdominal pain, watery diarrhea, and bloody 
diarrhea. Fever (≥38°C) and/or vomiting are occasionally observed. VT-producing EHEC can cause hemolytic uremic syndrome (HUS), 
which involves thrombocytopenia, hemolytic anemia, and acute renal failure; complications, such as encephalopathy, may develop, 
with potentially fatal outcomes.

In Japan, EHEC infection is classified as a category III notifiable infectious disease under the Infectious Diseases Control Law. 
When a physician diagnoses EHEC infection, he/she must immediately notify the local public health center (PHC) regarding the case 
(http://www.nih.go.jp/niid/images/iasr/37/435/de4351.pdf). The information collected by the PHC is then reported to the National 
Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases (NESID) system. When an EHEC infection is classified as food poisoning by a 
physician or the director of the PHC, the local government investigates the incident and submits a report to the Ministry of Health, 
Labour and Welfare (MHLW) in compliance with the Food Sanitation Law. Prefectural and municipal public health institutes (PHIs) 
perform isolation/identification of EHEC, serotyping of the isolate, and typing of the VT (the VT or the VT gene), and report the 
laboratory results to NESID (see p.67 of this issue). The Department of Bacteriology I of the National Institute of Infectious Diseases 
(NIID) performs confirmatory tests upon request, and conducts molecular epidemiological analysis of EHEC using multiple-locus 
variable-number tandem-repeat analysis (MLVA) and pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) (see p.70 and 71 of this issue). The 
results of the analyses are fed back to the PHIs and, as necessary, to local governments through the National Epidemiological 
Surveillance of Foodborne Disease (NESFD) system.

Cases notified under the NESID system: In 2019, a total of 3,744 cases of EHEC infection were reported. Among them, 2,511 
were symptomatic and 1,233 were asymptomatic (asymptomatic cases are detected during active epidemiological investigations or 
routine stool specimen screening of food handlers) (Table on p.66). Consistent with yearly trends, the number of reports peaked in the 
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Figure 1. Weekly number of notified EHEC infection cases, week 1 of 2015 to week 52 of 2019, Japan 
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summer (Fig. 1). Reports from 9 prefectures (Tokyo, Hokkaido, 
Fukuoka, Osaka, Kanagawa, Aichi, Shizuoka, Hyogo, and 
Saitama) accounted for 50% of all notified cases (including 
asymptomatic cases). The annual number of notified cases per 
100,000 population was highest in Saga Prefecture (13.4), 
followed by Iwate (5.6), Hokkaido (5.3), Gunma (5.2), and Gifu 
(5.1) prefectures (Fig. 2). The notification rate per 100,000 population 
among 0-4-year-olds was highest in Saga prefecture (126.5), 
followed by Gifu (58.7) and Shiga (44.3) prefectures (Fig. 2). The 
proportion of symptomatic cases among notified cases was high 
among those aged <30 years and ≥60 years, which is consistent 
with findings from previous years (Fig. 3). Among the 78 HUS 
cases (3.1% of symptomatic cases), EHEC was isolated from 45. 
The O-serogroup was O157 in 34 cases and the toxin type was 
VT2 (VT2 alone or VT1 & VT2) in 41 cases. Among the symptomatic 
cases, HUS was most frequent in 0-4-year-olds (6.0%) (see p.73 of 
this issue). At the time of notification, three cases were fatal. 
EHEC was not isolated from approximately 30% to 40% of the 
HUS cases, and these were confirmed as being due to EHEC infection by the toxin detected in the stool or the increase in antibody 
titers for the major O-serogroups.

EHEC isolated by PHIs: In 2019, PHIs reported 1,784 isolations of EHEC (see p.67 of this issue). This figure was considerably 
lower than the number of notified cases of EHEC infection (Table). This discrepancy is due to isolates from the clinical setting or 
commercial laboratories being sent to PHIs upon request on an as-needed basis. The most frequently detected O-serogroup was O157 
(54%), followed by O26 (16%), O103 (5.8%), and O111 (5.7%) (see p.67 of this issue). Regarding toxin type, in 2019, VT1 & VT2-positive 
was the most frequent type in O157 as in recent years, accounting for 58% of O157, and VT2-positive accounted for 40%. Although 
VT1-positive was the most frequent type in O26 as in recent years, accounting for 91%, VT2-positive accounted for 8.5%, which was 
higher than that in previous years (less than 1% in previous years). The main clinical signs/symptoms among the 955 cases in which 
O157 was isolated were diarrhea (61%), abdominal pain (61%), bloody diarrhea (46%), and fever (22%).

Outbreaks: Many EHEC outbreaks at facilities, such as nursery schools, were also reported in 2019 and were presumed to be 
caused by person-to-person transmission. On the other hand, under the Food Sanitation Law, 20 EHEC-related food poisoning 
outbreaks involving a total of 165 cases (includes EHEC isolation-negative cases) were reported in 2019 (14 outbreaks involving 252 
cases in 2016; 17 outbreaks involving 156 cases in 2017; and 32 outbreaks involving 456 cases in 2018). Based on the analysis by the 
Department of Bacteriology I, strains exhibiting the same MLVA type among sporadic cases of unknown epidemiological association 
were confirmed to be isolated from a wide geographic area (see p.71 and 74 of this issue). 

Prevention and measures to be implemented: In response to food poisoning events caused by raw beef, the MHLW revised 
the standards for beef sold for raw consumption (MHLW notice No. 321, October 2011). Furthermore, following the detection of EHEC 
O157 from the inner section of cattle liver, the MHLW banned the sale of beef liver for raw consumption (notice No. 404 in July 2012). 
In 2012, in response to O157-based food poisoning outbreaks attributed to contaminated pickles, the MHLW revised the hygiene code 
for processing pickles (food safety inspection notice 1012, No. 1, October 2012).

As EHEC can cause infection at bacterial counts as low as ~100, it can easily spread from infected persons to uninfected persons 
or to food/food products. EHEC-associated food poisoning events attributed to restaurants also occurred in 2019 (see p.68 of this issue). 
To prevent EHEC infections, it is essential to observe the principles of proper food hygiene and continue risk communication activities 
aimed at reducing the consumption of raw or undercooked meat. Furthermore, EHEC outbreaks continue to occur in large numbers 
in nursery schools. To prevent such outbreaks, appropriate hygienic practices, such as routine hand washing and hygiene management 
at children’s swimming pools, should be implemented (“Infection Control Guidelines for Nurseries” revised in 2018). When a case of 
EHEC infection is detected within a household or care facility, the relevant PHC should ensure that appropriate measures are strictly 
implemented to prevent further transmission.

Table. Notified cases of EHEC infection

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020**

4,135
3,939
3,770
4,045
4,156
3,568
3,647
3,904
3,855
3,744

250

(2,719)
(2,659)
(2,363)
(2,624)
(2,839)
(2,338)
(2,246)
(2,606)
(2,584)
(2,511)

(158)

(66)
(68)
(63)
(65)
(68)
(66)
(62)
(67)
(67)
(67)
(63)

*Includes asymptomatic cases  **Jan 1- Mar 27
(National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases: as of 30 March 2020)

Year of diagnosis
[Jan 1- Dec 31] No. notified cases* (No. symptomatic cases) (%)

  0.0～ (25)
  8.0～ (10)
16.0～   (6)
32.0～   (6)

0.0～    (0)
1.0～  (11)
2.0～  (24)
4.0～  (12)

Figure 2. Notification rate of EHEC infection by prefecture, 2019, Japan
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Figure 3. Age distribution of notified EHEC infection cases, 2019, 
                Japan 
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The statistics in this report are based on 1) the data concerning patients and laboratory findings obtained by the National Epidemiological 
Surveillance of Infectious Diseases undertaken in compliance with the Act on the Prevention of Infectious Diseases and Medical Care for Patients 
with Infectious Diseases, and 2) other data covering various aspects of infectious diseases.  The prefectural and municipal health centers and 
public health institutes (PHIs), the Department of Environmental Health and Food Safety, the Ministry of Health, Labour and Welfare, and 
quarantine stations, have provided the above data.
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